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～資源を有効に利用する循環型のまちを目指して～ 
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ケロクルタウン 
ケロクルは、カエルとリサイクルをかけた「流山市ごみ減

量・資源化キャラクター」として平成 10 年に誕生しまし

た。 

   カエルは自然が大好き(自然との共生) 

   意識をカエル 

   生活(ライフスタイル)をカエル 

   事業活動をカエル 

   自らの行動をふりカエル 

このように、意識や生活などをカエルことで、これまでの

ような大量生産・大量消費・大量廃棄を見直し、最適生産・

最適消費・最少廃棄が進んだ社会を循環型社会といい、私た

ちが目指す循環型社会、将来の流山を「ケロクルタウン」

と名付けました。 
 

 

「ケロクル」 
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第１章 本市の概要 

 

１ 市の概要 

流山市は、千葉県北西部に位置し、東京都心から２５㎞圏内にある首都近郊の住宅都市として昭

和 42 年に市制施行となり、令和 4 年 4 月 1 日現在、人口約 20 万 5 千人の中堅都市として発展を続

けている。 

かつては、市内を流れる江戸川や利根運河を使った舟運、醸造業で栄えた本市は、廃藩置県直後

の明治初期には千葉県の前身である葛飾県及び印旛県の県庁所在地でもあった。その後、水運から

鉄道へと時代の変革とともに、繁栄から遠ざかるが、昭和 30 年代後半からの高度経済成長に伴う東

京圏の外延化を背景に、鉄道沿線の宅地開発により急速に発展し、ＪＲ常磐線、東武野田線（東武

アーバンパークライン）、ＪＲ武蔵野線、流鉄流山線の鉄道沿線に市街地が形成されてきた。  

さらに、平成 17 年 8 月につくばエクスプレスが開通し、都心まで約 20 分で行けるようになった。

この沿線整備により、流山おおたかの森駅周辺には大型商業施設がオープンし、近隣には高層マ

ンションの建設が進み、また、目指すべき都市イメージを「都心から一番近い森のまち」とする

とともに「母になるなら、流山市。」をキャッチフレーズとしたＰＲにより、更なる発展が期待さ

れている。 

 

  市の概要                流山市の位置 

 

面積 35.32 ㎢ 

市制施行 昭和 42 年(1967 年) 

市の木 つげ 

市の花 つつじ 

市の鳥 オオタカ 

姉妹都市 

福島県相馬市 

長野県信濃町 

石川県能登町 

岩手県北上市 

 

 

 

 

 

流山おおたかの森駅周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県 

茨城県 

埼玉県 

神奈川県 

東京都 
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２ 人口と世帯 

 

※本書で使用している人口は⑤です。 

 住民基本台帳法の改正（平成 24 年 7 月 9 日施行）により、住民基本台帳の人口は外国人を含む。 

 

 
人口と世帯の推移 

(単位：人)

年度 住民基本台帳 世帯数 世帯人員 外国人登録 人口

(各年度末) ① ② ③＝①/② ④ ⑤＝①+④

H22 164,294 67,531 2.43 1,798 166,092

H23 165,195 68,402 2.42 1,729 166,924

H24 168,024 69,933 2.40 ― 168,024

H25 170,493 71,492 2.38 ― 170,493

H26 173,556 73,353 2.37 ― 173,556

H27 177,597 75,770 2.34 ― 177,597

H28 182,126 78,116 2.33 ― 182,126

H29 187,252 80,964 2.31 ― 187,252

H30 191,792 83,460 2.30 ― 191,792

R01 197,041 86,275 2.28 ― 197,041

R02 201,284 88,758 2.27 ― 201,284

R03 205,439 90,838 2.26 ― 205,439
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第２章 組織と体制 

 

１ 組織 

 

 

 

２ 事務分掌 

 

 

 

 

 

 

環境政策係、環境保全係

〒270-0192　流山市平和台1-1-1　　 流山市役所　第１庁舎３階

TEL04-7150-6083 FAX04-7158-9777

管理計画係、収集･リサイクル係

〒270-0174　流山市大字下花輪191　 流山市クリーンセンター

TEL04-7157-7411 FAX04-7150-8070

森のまちエコセンター係

〒270-0102　流山市こうのす台1594　森のまちエコセンター

TEL04-7154-5736 FAX04-7154-5005

クリーンセンター

環境部 環境政策課

課 係室 事務分掌

１ 環境政策の企画及び調整に関すること。

２ 環境基本計画に関すること。

３ 環境審議会に関すること。

４ 自然環境の保全に関すること。

５ 環境保全の推進及び指導に関すること。

６ 環境部内各課の予算執行の指導並びに予算及び決算の調整に関すること。

７ 行政不服審査法等に基づく審査請求における審査庁としての事務に関すること（部内の他課の所掌に

　 係る処分に係るものに限る。）

８　市の鳥に関すること。

９　課及び環境部の庶務に関すること。

１　そ族及び病害虫（稲作等に係るものを除く。）の予防に関すること。

２　犬の登録及び狂犬病の予防に関すること。

３　消毒機械器具の管理に関すること。

４　墓地等及び改葬に関すること。

５　ごみゼロ運動に関すること。

６　雑草等の除去促進に関すること。

７　不法投棄の防止強化に関すること。

８　埋立等による環境の障害防止に関すること。

９　公害の調査、規制、相談及び苦情処理に関すること。

10　公害監視測定局及び公害測定器の維持管理に関すること。

11　放射能対応の総合調整及び損害賠償に関すること。

12　その他環境保全及び公害に関すること。

環
境
政
策
係

環
境
保
全
係

環
境
政
策
課

(令和 4 年 4 月 1 日現在) 
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「流山市行政組織規則」より 

 

３ 附属機関 

（１）流山市環境審議会 

設置年月日 平成５年４月１日 

設置根拠 流山市附属機関に関する条例 

内容 環境の保全に係る基本的事項等に関し必要な調査及び審議を行い、市

長に答申し、又は建議すること。 

委員定数 １２人以内 

事務局担当課 環境政策課 

 

（２）流山市廃棄物対策審議会 

設置年月日 平成６年７月１日 

設置根拠 流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 

内容 一般廃棄物の減量及び適正な処理の推進に関する事項について審議を

行い、市長に答申し、又は建議すること。 

委員定数 １５人以内 

事務局担当課 クリーンセンター 

 

 

課 係室 事務分掌

１　清掃事業に係る企画、調整、統計及び調査に関すること。 

２　一般廃棄物処理基本計画に関すること。 

３　廃棄物対策審議会に関すること。 

４　一般廃棄物処理業者（ごみ・し尿・浄化槽汚泥）の許可、指導監督及び許可申請手数料に関すること。

５　リサイクルプラザ・プラザ館、ごみ処理施設及びごみ処理関連施設の運営、維持管理及び周辺の環境

    保全対策に関すること。 

６　ごみの焼却及び最終処分に関すること。

７　清掃施設の調査研究、整備計画、用地及び建設等に関すること。 

８　課の庶務に関すること。

１　ごみ収集の計画及び作業に関すること。

２　ごみの分別、搬入の指導及び啓発に関すること。

３　動物の死体の収集、運搬及び処分に関すること。

４　廃棄物手数料（ごみ・動物の死体・し尿・浄化槽汚泥）に関すること。

５　ごみの排出抑制、減量、資源化及び再生利用の推進及び啓発に関すること。

６　リサイクル団体の育成に関すること。

７　資源回収事業に関すること。

８　ごみ集積所及びリサイクルステーションに関すること。 

１　し尿、汚泥及び剪定枝の処理施設並びにし尿、汚泥及び剪定枝の処理関連施設の運営及び維持管理に

    関すること。 

２　し尿、汚泥及び剪定枝の収集、運搬、処理及び処分に関すること。 

３　堆肥の生成及び配布、販売に関すること。

４　剪定枝の処理手数料に関すること。

５　その他し尿、汚泥及び剪定枝処理の実施に関すること。

森
の
ま
ち

エ
コ
セ
ン
タ
ー

係

ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー

管
理
計
画
係

収
集
･
リ
サ
イ
ク
ル
係
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４ 職員の配置 

 

 

環

境

政

策

係

環

境

保

全

係

管

理

計

画

係

収
集
・
リ
サ
イ
ク
ル
係

森

の

ま

ち

エ

コ

セ

ン

タ
ー

係

部 長 1 1

次 長 1 1

課 長 / 所 長 (1) 1 1

課 長 補 佐 / 副 所 長 2 3 5

係 長 (1) 1 (1) 1 1 3

主 任 主 査 1 1 2

主 査 1 2 1 4

副 主 査 1 2 1 1 5

主 任 主 事 1 1 2

主 任 技 師

技 師

主 事 3 2 1 5 1 12

事 務 員 1 1

小 計 2 2 5 7 4 5 8 4 37

工 場 長 / 職 長 1 1 2

副 工 場 長 1 1

主 任 機 械 管 理 員 15 3 18

機 械 管 理 員 2 2

小 計 19 4 23

合 計 2 2 5 7 4 24 8 8 60

※　（　）内は兼務

(令和4年4月1日現在)

職 名

環

境

部

環

境

政

策

課

ク

リ

ー

ン

セ

ン

タ

ー

合

計
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５ 勤務体系 

（１）環境政策課 

    勤務時間 月曜日から金曜日 8:30～17:15 

（２）クリーンセンター 

ア ごみ焼却施設   

  運転管理体制は次表のとおりである。 

 

※ リサイクルプラザ・リサイクル館は全て委託している。 

イ 森のまちエコセンター 

  運転管理体制は次表のとおりである。 

 

  ウ 事務所 

    勤務時間 月曜日から金曜日 8:30～17:00（クリーンセンター） 

                  8:30～17:15（森のまちエコセンター） 

※クリーンセンターについては、平成１２年度からごみの祝日収集を実施しているため、土

曜日及び祝日(年末年始を除く)は職員２名及び会計年度任用職員が交代で勤務している。 

※リサイクルプラザ・プラザ館については、月曜日から金曜日は事務所により運営を行って

いるが、祝日と年末年始以外は開館しているため、土曜日及び日曜日は会計年度任用職員

２名体制としている。 

※森のまちエコセンターについては、受付業務を月曜日から金曜日は事務所により運営を行

っているが、土曜日及び祝日(年末年始を除く)は会計年度任用職員１名体制としている。 

工場長 1名

副工場長 1名

一般廃棄物処理施設技術管理者 1名 　　　（副工場長は8:00～16:30）

ボイラータービン主任技術者 1名

電気主任技術者 1名

班長 4名 月曜日から土曜日

運転班 13名(4班) 　早番  7：00～15：30

　中番  8：00～16：30

　遅番 10：30～19：00

所長 1名

副所長 1名

運転班(A) 7名

運転班(B) 7名

運転班(C) 6名

人員 勤務時間

直
営

        8:30～17:00

委
託

運転班(A)(B)
月曜日から土曜日
         (18:45～7:15)

　　　　　夜勤　 18:45～7:15
日曜日　　日勤　 6:45～19:15
　　　　　夜勤　 18:45～7:15

運転班(C)（保全）
月曜日から金曜日　8:00～17:00

運転班(C)（灰処理）
月曜日から土曜日
　　　　　早番　 6:00～15:00
　　　　　平常　 8:00～17:00
　　　　　遅番　11:00～20:00
　

施設名称 し尿処理施設 剪定枝資源化施設

管理人員

勤務曜日・時間

休日・夜間の管理 委託
土曜日・祝日の計量業
務は委託

４名（直営）

月曜日から土曜日
8:30～17:15
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６ 廃棄物処理施設 

（１）廃棄物処理施設の位置 

 

市役所 

流 鉄 

 

②森のまちエコセンター 
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（２）流山市クリーンセンター 

 

 

 

全体配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称

所在地

敷地面積 約4.4ha

建築面積 5,798㎡

5,262㎡

施設規模 207ｔ/日

57.1ｔ/日(H26.1.21変更)

構造 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造

地上5階・地下2階

鉄骨造一部鉄筋コンクリート造

地上3階・地下1階

鉄骨造

地上3階

建設費 8,820,000千円

2,572,500千円

工期 平成13年8月

平成16年2月竣工

流山市クリーンセンター

流山市大字下花輪191番地

全体敷地面積

ごみ焼却施設

ごみ焼却施設

リサイクルプラザ

リサイクルプラザ（リサイクル館）

リサイクルプラザ（プラザ館）

リサイクルプラザ（リサイクル館）

リサイクルプラザ（リサイクル館）

ごみ焼却施設

ごみ焼却施設

着工
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ア ごみ焼却施設 

 

 

ごみ焼却施設フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設規模

受入供給設備

溶融焼却設備

燃焼ガス冷却設備

排ガス処理設備

余熱利用設備

通風設備

灰出し設備

給水設備

排水処理設備

水砕スラグ(ピットアンドクレーン方式)

圧力給水方式

凝集沈殿、ろ過方式

ろ過式集じん器、湿式有害ガス除去装置、触媒脱硝設備

発電(最大3,000kw)、給湯、冷暖房、地域融和施設

平衡通風方式、煙突(120m)

鉄分・アルミ・不燃物(バンカ方式)

69ｔ/24h×3炉　計207ｔ/日

ピットアンドクレーン方式

ガス化溶融炉(流動床式)

廃熱ボイラ方式

旧清美園の焼却施設（ストーカ炉 140t/16h 煙突 

高さ 59m）については、平成２０年１１月に解体・撤

去工事を完了した。 



- 11 - 

 

イ リサイクルプラザ・リサイクル館 

 

 

リサイクル館フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在処理は停止しています。 

施設規模

粗大ごみ処理系

燃やさないごみ処理系

びん・缶処理系

ペットボトル処理系

プラスチック類処理系

8.2ｔ/日×1系列

57.1ｔ/日(5ｈ)

24.1ｔ/日×1系列

0ｔ/日×0系列（H24.7.31　軽微変更）　休止中

4.6ｔ/日×1系列（H24.7.31　軽微変更）

20.2ｔ/日×1系列

残渣は可燃物・貯

留ホッパへ 
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（ア）不燃・粗大ごみ処理系 

    

 

（イ）資源（びん・缶）処理系 

    

 

  （ウ）ペットボトル処理系 

    

 

  （エ）プラスチック処理系 

    

 

ウ リサイクルプラザ・プラザ館 

        

クリーンセンターでは毎月１回クリーン DAY を定め 

職員が施設周辺のごみ拾いを行っているケロ 

 

（参考 H17 年 1 月から実施） 

受入供給

破砕

選別種類

搬出 鉄類、アルミ類はホッパに貯留後、搬出

ピットアンドクレーン及びダンピングボックス方式(燃やさないごみ系)

受入ホッパ投入方式(粗大ごみ系)

二軸剪断破砕機、二軸引裂破砕機、高速回転式破砕機

鉄類、アルミ類、可燃物、不燃物

受入供給

選別種類

搬出 缶類はプレス後、搬出　びん類はヤード貯留後、搬出

受入ホッパ投入方式

スチール缶、アルミ缶、びん類(無色、茶色、その他)

受入供給

選別種類

搬出 圧縮梱包後、搬出

受入ホッパ投入方式

ペットボトル、ペットボトル以外のボトル

受入供給

選別種類

搬出 軟質系プラスチックは圧縮梱包後、搬出

受入ホッパ投入方式

軟質系プラスチック、その他プラスチック

クリーンDAYの回収実績 (単位：kg)

実施日 回収量 実施日 回収量

R03年4月15日 10 R03年10月21日 10

R03年5月20日 10 R03年11月18日 (4kg以下）

R03年6月17日 20 R03年12月16日 10

R03年7月15日 10 R04年1月20日 10

R03年8月19日 10 R04年2月17日 (4kg以下）

R03年9月16日 (4kg以下） R04年3月17日 10

合計 100

現在処理は停止しています。 

１Ｆ 再生工房

展示コーナー

工芸室1・2

研修室1・2・3

家具・自転車等の再生品展示スペース

リサイクルの実演・実習

ごみやリサイクルに関する研修・会議

情報コーナー

２F

リサイクル作品の展示

家具・自転車等の修理再生

リサイクルに関する情報提供スペース
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（３）森のまちエコセンター（流山市汚泥再生処理センター） 

  森のまちエコセンターはし尿処理施設と剪定枝資源化施設から構成されている。 

 

施設概要 

 

 

 

              剪定枝を燃やさないで堆肥やチップとして資源化できるんだ。 

              また、緑を育てることに活用するんだケロ 

              

 

          森のまちエコセンター 

森のまちエコセンター（流山市汚泥再生処理センター）

流山市

流山市こうのす台１５９４番地

第一種住居地域

地下１階
地上２階

鉄骨造

浄化槽汚泥対応型脱窒
素処理方式＋高度処理

活性炭
脱水
薬液洗浄後活性炭吸着

放流先 一級河川　利根運河を経て江戸川

脱水汚泥・し渣
の処理方法

流山市クリーンセンターで焼却処分

竣 工

処理方法
水
処
理

施 設 名 称

事 業 主 体

所 在 地

所在地の用途区分

建 築 面 積

敷 地 面 積

汚 泥 処 理

資源化　３ｔ／日

し尿処理棟 剪定枝資源化棟

水処理　５６ｋｌ／日
（し尿１１ｋｌ／日

浄化槽汚泥４５ｋｌ／日）

６２１㎡７９２㎡

　平屋　　鉄骨造

１４，５０８㎡

臭 気 処 理

構 造

処 理 能 力

平成２２年３月

１，７９２㎡ ６２１㎡延 床 面 積

主 処 理

高 度 処 理
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第３章 予算と経費 

 

１ 一般会計予算 

（１） 歳入 

 

 

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 当初予算額 構成比

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

30,153,325 43.2 28,886,492 40.6 31,928,860 43.7

343,226 0.5 344,160 0.5 351,134 0.5

28,000 0.0 28,000 0.0 16,000 0.0

187,000 0.3 187,000 0.3 157,000 0.2

146,000 0.2 146,000 0.2 126,000 0.2

86,000 0.1 195,000 0.3 142,000 0.2

3,071,000 4.4 3,155,000 4.4 3,593,000 4.9

55,000 0.1 55,000 0.1 55,000 0.1

237,000 0.3 317,000 0.5 285,000 0.4

1,290,000 1.9 1,521,000 2.1 1,476,467 2.0

23,000 0.0 23,000 0.0 23,000 0.0

1,198,821 1.7 1,197,540 1.7 1,295,375 1.8

924,339 1.3 938,285 1.3 904,086 1.2

14,582,162 20.9 15,641,300 22.0 15,926,259 21.8

5,058,692 7.3 5,483,267 7.7 5,893,753 8.1

93,970 0.1 127,350 0.2 85,036 0.1

30,553 0.0 43,837 0.1 62,582 0.1

1,751,845 2.5 2,941,858 4.1 2,305,207 3.2

600,000 0.9 600,000 0.8 600,000 0.8

2,059,667 3.0 2,274,211 3.2 2,454,541 3.4

7,915,400 11.3 7,064,700 9.9 5,329,700 7.3

69,835,000 100.0 71,170,000 100.0 73,010,000 100.0

法人事業税交付金

環境性能割交付金

市債

合計

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

区　分
令和２年度 令和３年度 令和４年度

市税
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（２） 歳出 

 

 

 
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 当初予算額 構成比

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

415,202 0.6 403,428 0.6 406,253 0.6

4,090,003 5.9 4,053,671 5.7 4,150,590 5.7

32,050,506 45.9 33,425,531 47.0 35,110,881 48.1

5,624,652 8.1 6,843,155 9.6 7,835,493 10.7

保健衛生費 3,026,744 4.3 4,188,981 5.9 4,790,057 6.5

清掃費 2,597,908 3.8 2,654,174 3.7 3,045,436 4.2

14,194 0.0 20,706 0.0 20,893 0.0

189,415 0.3 183,631 0.3 205,244 0.3

417,909 0.6 683,159 1.0 757,968 1.0

5,597,657 8.0 5,207,126 7.3 6,162,628 8.4

2,177,835 3.1 2,221,802 3.1 2,610,387 3.6

15,441,049 22.1 13,894,171 19.5 11,298,266 15.5

9 0.0 9 0.0 9 0.0

3,666,568 5.2 4,082,223 5.7 4,301,387 5.9

1 0.0 1,388 0.0 1 0.0

150,000 0.2 150,000 0.2 150,000 0.2

69,835,000 100.0 71,170,000 100.0 73,010,000 100.0

災害復旧費

公債費

諸支出金

予備費

合計

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

令和４年度

議会費

総務費

民生費

衛生費

款(項)
令和２年度 令和３年度
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２ 清掃費 

 

 

３ 清掃費(決算)の推移 

 

 

４ 清掃関連歳入（決算） 

（１）使用料 

                              

R02 R03 R04

決算(円) 決算(円) 当初予算（円）

5,816,056,858 9,120,694,640 7,835,493,000

3,206,275,995 6,007,130,153 4,790,057,000

2,609,780,863 3,113,564,487 3,045,436,000

清掃総務費 279,526,130 488,391,625 383,715,000

職員人件費 237,901,883 227,745,604 236,218,000

クリーンセンター事務に要する経費 39,630,605 59,495,711 45,945,000

廃棄物処理計画に要する経費 1,993,642 201,150,310 101,552,000

塵芥処理費 1,258,146,444 1,397,487,228 1,485,627,000

ごみ処理管理運営に要する経費 1,258,146,444 1,397,487,228 1,485,627,000

282,174,587 349,650,723 351,970,000

ごみ減量・資源化に要する経費 243,980 470,463 559,000

リサイクル活動支援に要する経費 191,632,800 258,484,405 248,799,000

剪定枝資源化施設運営に要する経費 90,297,807 90,695,855 102,612,000

塵芥処理施設整備費 568,210,890 649,565,870 581,527,000

塵芥処理施設管理に要する経費 568,210,890 649,565,870 581,527,000

し尿処理費 221,722,812 228,469,041 242,597,000

し尿処理施設管理運営に要する経費 221,722,812 228,469,041 242,597,000

区分

項目

(款)衛生費

保健衛生費

清掃費

リサイクル推進費

(単位：円)

H29 H30 R01 R02 R03

2,738,672,957 2,929,150,842 2,730,087,536 2,609,780,863 3,113,564,487

清掃総務費 319,540,769 482,393,589 373,632,216 279,526,130 488,391,625

塵芥処理費 1,250,015,041 1,253,771,440 1,293,602,211 1,258,146,444 1,397,487,228

リサイクル推進費 392,705,227 429,526,845 264,110,749 282,174,587 349,650,723

塵芥処理施設整備費 555,446,885 546,088,815 577,612,456 568,210,890 649,565,870

し尿処理費 220,965,035 217,370,153 221,129,904 221,722,812 228,469,041

項目

清掃費

(単位：円)

区分 H29 H30 R01 R02 R03

電柱用行政財産使用料 30,826 30,826 32,024 32,024 30,460

自動販売機用行政財産使用料 27,331 25,979 25,074 25,074 27,578

リサイクルプラザ・プラザ館研修室等使用料 32,720 20,970 13,620 33,360 21,760

ガス整圧器用行政財産使用料 0 0 0 13,651 13,651

クリーンセンター太陽光発電設備用行政

財産使用料
3,648 3,648 3,648 3,648 3,668

合計 94,525 81,423 74,366 107,757 97,117
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（単位：円） 

（単位：円） 

（単位：円） 

（単位：円） 

（単位：円） 

（２）手数料  

（３）国庫支出金   

 

（４）財産収入  

                         
（５）寄附金   

                           

（６）諸収入  

 
                                  

区分 H29 H30 R01 R02 R03

廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 1,272,672 1,255,500 1,598,544 1,715,105 1,688,015

二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 0 0 0 2,999,000 0

指定廃棄物保管業務委託金 0 0 0 0 5,665,000

合計 1,272,672 1,255,500 1,598,544 4,714,105 7,353,015

区分 H29 H30 R01 R02 R03

建物貸付収入 395,000 405,000 405,000 330,000 330,000

屋根貸付収入 180,600 180,600 182,300 180,600 180,600

廃棄物処理施設整備等基金利子 48,014 48,956 105,683 140,770 6,910

合計 623,614 634,556 692,983 651,370 517,510

（参考）年度末基金残高 130,240,657 334,936,613 442,331,134 444,072,976 645,073,886

区分 H29 H30 R01 R02 R03

廃棄物処理施設整備等基金寄附金 3,018,000 4,632,000 7,288,838 1,601,072 994,000

合計 3,018,000 4,632,000 7,288,838 1,601,072 994,000

区分 H29 H30 R01 R02 R03

リサイクル館包括管理運営事業に係る収入 14,860,430 14,317,493 15,511,892 14,310,121 14,624,405

ごみ焼却施設売電収入 3,532,142 5,620,735 4,777,055 7,556,040 6,315,136

不燃有価物等売払収入 3,860,572 3,335,221 2,141,359 973,645 1,905,273

広告料 501,120 563,760 1,238,900 0 0

資源物処理分配金（容リ協） 3,138,843 0 0 139,719 0

再生自転車販売収入 693,000 698,000 763,500 791,000 806,500

再生家具販売収入 855,500 757,650 731,400 700,900 557,700

自動販売機電気料及び水道料 201,752 204,210 198,782 178,238 182,249

複写機使用料 270 390 160 30 50

公衆電話 0 0 770 0 0

その他（雑入） 0 0 8,820 19,306 45,645,600

合計 27,643,629 25,497,459 25,372,638 24,668,999 70,036,913

区分 H29 H30 R01 R02 R03

ごみ処理手数料 217,709,210 230,450,640 239,522,430 382,200,600 391,047,300

粗大ごみ手数料 30,997,630 32,958,410 37,253,480 61,435,500 60,805,200

動物死体処理手数料 463,320 450,360 385,320 356,400 344,300

し尿処理手数料 11,270,100 9,883,690 8,783,280 8,392,890 9,776,250

滞納繰越分 542,475 511,135 183,298 236,980 164,120

浄化槽汚泥処理手数料 2,565,300 2,417,940 2,455,820 2,233,810 2,081,550

一般廃棄物処理許可申請手数料 210,000 10,000 210,000 10,000 200,000

合計 263,758,035 276,682,175 288,793,628 454,866,180 464,418,720
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５ 処理経費 

（１） ごみ

 

処理費及び維持管理費は「一般廃棄物処理事業実態調査」より 

 

 

ごみ処理量と１人あたりの経費 

 

（２） し尿

 
処理費及び維持管理費は「一般廃棄物処理事業実態調査」より 

単位 H29 H30 R01 R02 R03

ｔ 48,620 50,041 52,004 50,560 50,624

人 187,252 191,792 197,041 201,284 205,439

世帯 80,964 83,460 86,275 88,758 88,758

千円 2,313,263 2,366,663 2,282,516 2,244,475 2,463,960

人件費 千円 315,458 320,015 323,026 320,945 310,057

処理費 千円 454,016 489,020 500,479 474,325 577,973

委託費 千円 1,527,847 1,541,503 1,443,313 1,424,220 1,556,493

その他 千円 15,942 16,125 15,698 24,985 19,437

円 47,578 47,294 43,891 44,392 48,672

円 28,572 28,357 26,456 25,288 27,760

円 12,354 12,340 11,584 11,151 11,994

区分

ごみ処理量

人口（年度末）

世帯（年度末）

処理費及び維持管理費

１トンあたり

１世帯あたり

１人あたり

単位 H29 H30 R01 R02 R03

kl 12,299 11,402 11,263 10,311 9,637

千円 274,158 269,838 270,627 254,883 261,195

人件費 千円 62,165 61,235 60,027 43,850 42,984

処理費 千円 41,673 37,535 41,079 38,626 39,021

委託費 千円 168,761 169,740 168,081 170,905 177,386

その他 千円 1,559 1,328 1,440 1,502 1,804

処理費及び維持管理費

区分

し尿処理量
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第４章 ごみ処理 

１ ごみ処理体系 

 

 

集積所（行政回収）設置数（年度末現在） 

（単位：箇所） 

－分別区分－ －中間処理施設－ －資源化－ －最終処分－

燃やさないごみ

（家庭・事業）

資源化

（容リ協会等）

　容器包装

プラスチック

  (家庭）

資源化

（売却）

ペットボトル

  (家庭）

リサイクルプラザ

プラザ館

有害危険ごみ

  (家庭）  再生工房

・自転車

・家具

粗大ごみ

  (家庭・事業）

資源化

・炉下鉄類

・溶融スラグ

燃やすごみ ・溶融飛灰

（家庭・事業）

資源化

・発電

・熱供給

最終処分（埋立）

・溶融スラグ

・炉下不燃物

資源化

剪定枝 　・バイオマス

（家庭・事業） 　　発電燃料

　・堆肥化

　・チップ

資源物 資源化

（集団回収） （売却）

リ

サ

イ

ク

ル

プ

ラ

ザ

・

リ

サ

イ

ク

ル

館

ご

み

焼

却

施

設

森

の

ま

ち

エ

コ

セ

ン

タ
ー

集団回収

容器包装プラスチック

ペットボトル等

鉄・アルミ

処理残渣

焼却熱

資源化できない木くず

年　度 H29 H30 R01 R02 R03

設置数 5,420 5,597 5,780 5,915 6,064
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２ 分別区分 

（１）家庭ごみ 

６種分別収集（分別区分表）を行い、全て民間委託により収集し、流山市クリーンセンターへ搬

入しています。 

容器包装プラスチックは、流山市クリーンセンターのリサイクル館において選別し、公益財団法

人 日本容器包装リサイクル協会ルートにより再商品化しています。また、ペットボトルについて

は、市独自処理（売却）をしています。家具等の粗大ごみについては、戸別収集（有料）を実施し

ています。 

分別区分表 

 

 

  

1
台所ごみ（生ごみなど）
木製品（木材など）
枝葉、草花

資源にならない紙くず（ちり紙等）
汚れた布類 ２回／週 パッカー車 焼却ヤード

陶磁器製品
混成製品
革製品

ガラス製品
金属製品
ゴム製品

3 １回／週 パッカー車

プラス
チック
ヤード

4 ２回／月 パッカー車

ペットボ
トルヤー
ド

5 ２回／月
平ボディ
トラック

その他
ヤード

可燃粗大
ヤード

不燃粗大
ヤード

収集頻度
収集
方式

不燃物
ヤード

パッカー車

プラマークが付いていないプラスチック製品
（ポリバケツ、プラスチック製ケース、プランターなど）

貯留場所収集方法

小型家電（家電リサイクル法に該当しないもの）、アルミホイル
ス
テ
ー

シ
ョ

ン
方
式

プラマークが付いているプラスチック製品
（卵パック、菓子・冷凍食品の袋、シャンプー・洗剤の容器など）

２回／月

主な排出品目

6 粗大ごみ

2 燃やさないごみ

No. 分別区分

燃やすごみ

容器包装プラス
チック

箱平ボディ
トラック

不燃系粗大
（マッサージ椅子、スプリングマットレス等）

ペットボトル
飲料又は調味料等の容器で、主としてポリエチレンテレフタレート
（PET）製のもの

有害危険ごみ

乾電池・蛍光管・水銀体温計
危険ごみ（使い切ったライター、刃物類等）
使い切ったスプレー缶
充電式の小型家電製品でリチウムイオン電池等が外せない製品

可燃系粗大
（布団類、木製建物類、木製家具類、敷物類等）

随時
 (予約制）

戸
別
収
集
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高齢者等ごみ出し支援事業 

高齢者世帯や障がい者世帯などの方で、集積所までごみを出すことができない事情を持つ方のご

み等を戸別収集することにより、在宅での生活を維持できるように支援している。収集頻度：１

回／週  （参考 H24 年 4 月から実施） 

収集実績 

年度 申請数 

① 

①のうち非適用数 

② 

年度内新規適用数 

①－② 

年度末 

利用者数 

H24 132 18 114 100 

H25 54 13 41 117 

H26 34 11 23 115 

H27 40 9 31 119 

H28 41 3 38 116 

H29 51 7 44 126 

H30 53 8 45 136 

R01 85 9 76 174 

R02 75 8 67 184 

R03 79 10 69 202 

（２）事業系ごみ 

  燃やすごみ 

粗大ごみ(可燃性) 

燃やさないごみ 

粗大ごみ(不燃性） 

剪定枝・落葉及び草 

 

（３）公共施設ごみ 

   燃やすごみ 

   燃やさないごみ 

   容器包装プラスチック 

   有害危険ごみ 

   資源物 

   粗大ごみ 

   剪定枝・落葉及び草 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業系一般廃棄物は市では収集しないケロ。 

流山市クリーンセンターへ自己搬入するか、市が許可した一般廃棄物収集運

搬業者へ依頼するかになるケロ。 

自己搬入処理手数料 300 円/10ｋｇ 

産業廃棄物は、事業者の責任で処理を！ 
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３ 令和３年度ごみ処理フロー 

 

人 令和4年3月31日現在（住民基本台帳）
t ｇ （家庭系ごみ発生量原単位 g）

t ｇ

資源化

新聞

雑誌

段ボール

雑紙

布

資源化

溶融スラグ

炉下鉄

資源化

内訳

資源化

内訳

家

家

資源化 147.25

事

内訳

資源化

埋立

資源化残渣

びん

直接搬入

直営

直接搬入

許可業者

直接搬入 59.43

28.7%

0.79

219.19

段ボール 61.41

直接搬入

0.00

0.44

96.11

集団回収

0.00

0.00

110.35

109.91

0.00

直接搬入

小型家電 9.01642.75

642.75

その他びん

1,700.55

2,632.45

71.04

家

許可業者

3,812.17

0.00

木くず残渣 55.05

3.4%

官公庁（収集）

72.92

0.28

3,141.05

2,421.33

不燃粗大残渣等 4.74

収集（委託）

72.80

溶融スラグ 256.45

炉下不燃残渣

(単位：トン)
人口 205,439

有害危険ごみ

計

事
直接搬入

事 直接搬入

官公庁（収集）

計

容器包装プラスチック

ペットボトル

計

事
許可

雑線 0.00

羽毛布団

最終処分量

直営

6.54

スプレー缶 42.56

燃やすごみ
ごみ焼却施設

計 37,690.7037,722.37

ごみ処理量 50,624.03 同原単位 675
ごみ発生量 59,610.51 同原単位 795

1,640.73

内他市委託分1,706.84

1,169.56

家電4品目残渣 0.03

直接搬入 87.59

許可業者 溶融飛灰 1,527.89

破砕不燃残渣 1,035.72

中間処理施設（民間委託） 1,035.72

許可業者

0.00

4.74

1.35

51.29 16.26

567.93

収集(ごみゼロ)
リサイクル館

中間処理施設（民間委託） その他（他市委託） 214.72

31.66不燃性粗大 41.23

0.00

血圧計 0.03

資源化 2,732.26

茶色びん ―

―

―

刃物 4.47

収集（委託）

直接搬入

17,102.63

資源化量

スチール残渣

無色びん

プラ容器 1,557.09

アルミ缶 ―

―

ペットボトル 376.44

716.81

缶・金属 759.25

びん 1,266.78

8,890.37

家
収集（委託）

バッテリー 0.00 新聞 2,198.05

直接搬入

2,189.06

布 722.72

雑誌 1,754.51

段ボール

そ

の

他

家
収集（委託）

アルミ残渣 19.34

許可

段ボール 21.86

布 17.18

新聞 13.10

雑誌 17.21

96.11

147.25

新聞 0.95

雑誌 61.36

1.57

0.03

缶・金属 11.03

びん 15.73

牛乳パック 0.00

雑がみ 15.83

布 0.04

0.18

森のまちエコセンター3,140.43 缶・金属 6.87

剪定枝等
中間処理施設

（民間委託）

1,284.38

55.05

家 798.88

1.27

31.70

不適正排出、

不法投棄 1.60
中間処理施設（民間）

計 3,140.43

家

8,890.37
集団回収等

8,986.48
拠点回収

公共施設ごみ(資源物)

家電４品目

147.25

事
2,308.40

収集（委託）

1,126.61

8.85

7.96

1.02

12.06

39.72

3,837.50

1,033.52

ガスライター 4.40

容

器

包

装

スチール缶

乾電池

0.00

25.33

0.00

9,612.38
蛍光管 10.88

事

44,588.91

直営

26,153.67

1.64

369.03

収集（委託）

5,771.60

官公庁（収集）

許可業者

直接搬入

1,126.61

粗大ごみ

計

371.71

1,880.73

327.65

0.38

10,740.46

85.86

1,035.72

埋立

資源化

事

家 直接搬入

燃やさないごみ

事

家

直営

(搬入量)

家

収集（委託）

官公庁（収集）

計

428

31.67

1.78

直接搬入 1,391.91

直接搬入

資源化

埋立

資源化（堆肥）

処理量

資源化量

埋立
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４ 令和３年度ごみ処理年報 

単位：kg

4月 5月 6月 7月 8月 9月 前期（4月～9月） 10月 11月 12月 1月 2月 3月 後期（10月～3月） 計

収集（委託） 2,208,160 2,343,960 2,310,400 2,267,320 2,277,610 2,261,700 13,669,150 2,123,680 2,180,520 2,175,580 2,054,640 1,762,760 2,187,340 12,484,520 26,153,670
委託（ごみゼロ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直接搬入 32,200 40,640 25,890 25,650 27,060 26,080 177,520 29,490 30,420 44,600 25,540 25,870 35,590 191,510 369,030
直営 110 80 200 690 30 40 1,150 40 200 60 30 0 160 490 1,640

計 2,240,470 2,384,680 2,336,490 2,293,660 2,304,700 2,287,820 13,847,820 2,153,210 2,211,140 2,220,240 2,080,210 1,788,630 2,223,090 12,676,520 26,524,340
許可業者 890,080 893,930 894,680 966,410 937,600 874,240 5,456,940 916,930 921,940 934,970 869,620 751,880 888,180 5,283,520 10,740,460
直接搬入 9,160 8,500 8,840 8,240 7,830 8,450 51,020 5,820 4,650 8,330 3,710 6,980 5,350 34,840 85,860
官公庁 32,300 35,530 38,060 28,380 8,910 35,630 178,810 38,330 35,080 30,330 27,780 29,350 32,030 192,900 371,710

計 931,540 937,960 941,580 1,003,030 954,340 918,320 5,686,770 961,080 961,670 973,630 901,110 788,210 925,560 5,511,260 11,198,030
3,172,010 3,322,640 3,278,070 3,296,690 3,259,040 3,206,140 19,534,590 3,114,290 3,172,810 3,193,870 2,981,320 2,576,840 3,148,650 18,187,780 37,722,370

収集（委託） 15,840 15,700 13,320 12,160 13,810 16,370 87,200 16,940 14,710 14,280 13,940 12,110 22,910 94,890 182,090
直接搬入 95,490 98,180 81,600 75,540 77,690 69,370 497,870 75,390 82,930 83,600 64,340 55,260 87,760 449,280 947,150
直営 0 60 0 50 0 40 150 10 110 10 0 0 0 130 280

計 111,330 113,940 94,920 87,750 91,500 85,780 585,220 92,340 97,750 97,890 78,280 67,370 110,670 544,300 1,129,520
許可業者 3,410 3,500 2,580 7,020 1,850 4,690 23,050 5,970 6,190 6,730 3,630 5,590 5,730 33,840 56,890
直接搬入 8,980 10,510 5,740 6,590 4,250 7,320 43,390 6,400 4,320 6,210 3,460 4,250 5,270 29,910 73,300

計 12,390 14,010 8,320 13,610 6,100 12,010 66,440 12,370 10,510 12,940 7,090 9,840 11,000 63,750 130,190
123,720 127,950 103,240 101,360 97,600 97,790 651,660 104,710 108,260 110,830 85,370 77,210 121,670 608,050 1,259,710

収集（委託） 10,710 9,980 10,040 10,110 11,920 9,930 62,690 15,960 15,010 15,750 13,400 8,340 14,410 82,870 145,560
直接搬入 38,980 41,130 34,760 37,330 34,750 35,080 222,030 36,080 33,200 46,310 34,440 33,940 38,760 222,730 444,760
直営 0 20 0 0 10 40 70 0 30 0 0 0 0 30 100

計 49,690 51,130 44,800 47,440 46,680 45,050 284,790 52,040 48,240 62,060 47,840 42,280 53,170 305,630 590,420
許可業者 2,120 1,400 770 1,050 450 1,290 7,080 1,760 1,140 1,210 1,740 1,120 1,980 8,950 16,030
直接搬入 3,280 2,020 1,330 880 1,330 670 9,510 1,010 1,050 880 190 910 740 4,780 14,290
官公庁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 280 280

計 5,400 3,420 2,100 1,930 1,780 1,960 16,590 2,770 2,190 2,090 1,930 2,030 3,000 14,010 30,600
55,090 54,550 46,900 49,370 48,460 47,010 301,380 54,810 50,430 64,150 49,770 44,310 56,170 319,640 621,020

178,810 182,500 150,140 150,730 146,060 144,800 953,040 159,520 158,690 174,980 135,140 121,520 177,840 927,690 1,880,730

収集（委託） 229,900 237,930 194,180 180,150 190,950 197,840 1,230,950 210,480 200,720 216,560 202,910 167,840 191,870 1,190,380 2,421,330
委託（ごみゼロ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直接搬入 55,380 58,540 44,880 48,660 47,970 44,660 300,090 45,410 44,780 59,250 39,660 30,500 48,240 267,840 567,930
直営 200 70 130 170 80 150 800 120 190 70 60 70 40 550 1,350

計 285,480 296,540 239,190 228,980 239,000 242,650 1,531,840 256,010 245,690 275,880 242,630 198,410 240,150 1,458,770 2,990,610
許可業者 6,280 3,980 4,560 4,330 3,780 4,940 27,870 3,680 4,260 3,710 1,810 2,290 7,670 23,420 51,290
直接搬入 6,770 6,290 7,040 3,080 3,950 3,770 30,900 4,510 6,510 7,350 3,440 3,200 3,520 28,530 59,430
官公庁 6,660 3,910 3,830 2,850 1,850 3,650 22,750 2,860 3,540 2,480 2,560 2,260 3,270 16,970 39,720

計 19,710 14,180 15,430 10,260 9,580 12,360 81,520 11,050 14,310 13,540 7,810 7,750 14,460 68,920 150,440
305,190 310,720 254,620 239,240 248,580 255,010 1,613,360 267,060 260,000 289,420 250,440 206,160 254,610 1,527,690 3,141,050

収集（委託） 319,470 314,150 318,900 323,530 326,190 325,680 1,927,920 293,610 306,540 327,010 326,270 285,720 345,100 1,884,250 3,812,170
直接搬入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 319,470 314,150 318,900 323,530 326,190 325,680 1,927,920 293,610 306,540 327,010 326,270 285,720 345,100 1,884,250 3,812,170
許可業者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直接搬入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
官公庁 2,250 2,690 2,290 1,800 1,540 1,710 12,280 2,890 1,930 2,380 1,770 1,970 2,110 13,050 25,330

計 2,250 2,690 2,290 1,800 1,540 1,710 12,280 2,890 1,930 2,380 1,770 1,970 2,110 13,050 25,330
321,720 316,840 321,190 325,330 327,730 327,390 1,940,200 296,500 308,470 329,390 328,040 287,690 347,210 1,897,300 3,837,500
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 前期（4月～9月） 10月 11月 12月 1月 2月 3月 後期（10月～3月） 計

収集（委託） 54,440 56,350 56,010 63,730 67,470 60,270 358,270 56,460 48,340 45,480 47,450 41,820 44,930 284,480 642,750
直接搬入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 54,440 56,350 56,010 63,730 67,470 60,270 358,270 56,460 48,340 45,480 47,450 41,820 44,930 284,480 642,750
許可業者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直接搬入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54,440 56,350 56,010 63,730 67,470 60,270 358,270 56,460 48,340 45,480 47,450 41,820 44,930 284,480 642,750

収集（委託） 8,330 8,790 8,830 7,660 9,380 9,130 52,120 9,480 9,760 11,540 10,090 8,700 8,220 57,790 109,910
直接搬入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 8,330 8,790 8,830 7,660 9,380 9,130 52,120 9,480 9,760 11,540 10,090 8,700 8,220 57,790 109,910
許可業者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直接搬入 40 70 50 10 20 80 270 40 10 30 40 0 50 170 440

計 40 70 50 10 20 80 270 40 10 30 40 0 50 170 440
8,370 8,860 8,880 7,670 9,400 9,210 52,390 9,520 9,770 11,570 10,130 8,700 8,270 57,960 110,350

新聞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 320 280 950 950

雑誌 15,400 7,440 4,150 2,950 5,530 3,540 39,010 6,280 5,150 5,700 0 1,550 3,670 22,350 61,360

段ボール 6,390 6,810 5,310 3,980 3,240 4,260 29,990 7,390 4,930 5,330 4,080 4,440 5,250 31,420 61,410

牛乳パック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雑がみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,640 3,540 5,650 15,830 15,830

布類 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 10 10 40

缶・金属類 200 790 180 760 420 0 2,350 1,460 840 550 380 470 820 4,520 6,870
ビン類 0 0 320 0 0 0 320 470 0 0 0 0 0 470 790

21,990 15,040 9,960 7,690 9,220 7,800 71,700 15,600 10,920 11,580 11,450 10,320 15,680 75,550 147,250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600 1,600 1,600
委託（ごみゼロ） 0 0 90 20 0 10 120 10 50 0 0 0 0 60 180
直接搬入 54,970 69,080 82,260 76,810 47,430 75,860 406,410 78,120 95,970 79,070 42,400 50,170 46,740 392,470 798,880
直営 130 10 80 70 80 0 370 10 330 110 0 10 440 900 1,270
直接搬入 197,380 202,190 219,400 231,900 202,320 264,120 1,317,310 232,670 191,780 218,790 98,030 119,560 130,260 991,090 2,308,400
許可業者 860 4,870 2,690 2,630 1,710 4,020 16,780 3,890 1,590 3,460 0 740 5,240 14,920 31,700

253,340 276,150 304,520 311,430 251,540 344,010 1,740,990 314,700 289,720 301,430 140,430 170,480 182,680 1,399,440 3,140,430

4,315,870 4,489,100 4,383,390 4,402,510 4,319,040 4,354,630 26,264,540 4,233,650 4,258,720 4,357,720 3,904,400 3,423,530 4,181,470 24,359,490 50,624,030

新聞 217,490 179,610 193,430 186,090 176,230 170,900 1,123,750 176,510 183,040 207,040 170,130 163,710 173,870 1,074,300 2,198,050
雑誌 206,800 153,050 145,790 132,170 130,400 126,490 894,700 129,130 134,420 156,490 134,130 133,150 172,490 859,810 1,754,510
段ボール 187,440 174,370 178,990 183,900 182,600 175,060 1,082,360 175,960 180,400 226,340 182,960 168,390 172,650 1,106,700 2,189,060
布類 80,200 74,380 68,790 44,400 45,440 45,060 358,270 65,480 80,170 70,230 49,940 43,930 54,700 364,450 722,720
缶金属類 68,080 65,870 66,680 65,340 68,610 67,170 401,750 62,660 60,000 64,730 58,700 55,010 56,400 357,500 759,250
ビン類 106,890 108,240 105,520 103,190 109,840 104,680 638,360 101,380 100,970 111,390 115,650 100,920 98,110 628,420 1,266,780

866,900 755,520 759,200 715,090 713,120 689,360 4,499,190 711,120 739,000 836,220 711,510 665,110 728,220 4,391,180 8,890,370

新聞 1,143 1,022 945 1,007 1,040 921 6,078 1,028 1,072 1,721 985 955 1,260 7,021 13,099
雑誌 1,511 1,375 1,434 1,105 1,205 1,390 8,020 1,362 1,568 1,855 1,200 1,333 1,870 9,188 17,208
段ボール 1,942 1,737 1,656 1,808 1,813 1,827 10,783 1,752 1,681 2,319 1,648 1,666 2,010 11,076 21,859
布類 2,347 2,238 1,746 989 1,053 1,145 9,518 1,335 1,423 1,419 819 1,049 1,622 7,667 17,185
缶金属類 955 1,020 832 935 997 931 5,670 847 858 959 873 806 1,018 5,361 11,031
ビン類 1,390 1,419 1,179 1,201 1,378 1,293 7,860 1,232 1,217 1,509 1,296 1,175 1,440 7,869 15,729

9,288 8,811 7,792 7,045 7,486 7,507 47,929 7,556 7,819 9,782 6,821 6,984 9,220 48,182 96,111

5,192,058 5,253,431 5,150,382 5,124,645 5,039,646 5,051,497 30,811,659 4,952,326 5,005,539 5,203,722 4,622,731 4,095,624 4,918,910 28,798,852 59,610,511
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５ ごみ処理量の推移 

 

  

単位 H29 H30 R01 R02 R03

人 187,252 191,792 197,041 201,284 205,439

世帯 80,964 83,460 86,275 88,758 90,838

日 365 365 366 365 365

ｔ 58,272.06 59,339.29 61,115.56 59,759.89 59,610.51

ｔ 33,818.18 34,266.05 35,830.03 37,033.27 36,601.65

ｔ 29,874.61 30,224.19 31,704.48 32,657.26 32,115.06

ｔ 23,381.64 23,530.07 26,084.00 26,736.65 26,492.67

ｔ 1,462.84 1,523.39 1,715.48 1,742.73 1,719.94

ｔ 2,735.21 2,808.05 2,941.80 3,222.90 2,990.61

ｔ 104.31 102.02 101.57 112.22 109.91

ｔ 1.66 1.74 1.14 1.50 1.60

ｔ 2,188.95 2,258.92 860.49 841.26 800.33

g/人・日 437.10 431.75 439.63 444.51 428.29

家電４品目（不適正排出等）

剪定枝

１人１日当たりの家庭系ごみ発生量

区分/年度

人口（住民基本台帳・年度末）

世帯（　　　   〃  　 　　）

年間日数

ごみ発生量

有害危険ごみ

粗大ごみ

燃やさないごみ

燃やすごみ（直接資源化量を除く)

生活系ごみ

家庭系ごみ

ｔ 3,943.57 4,041.86 4,125.55 4,376.01 4,486.59

ｔ 40.02 38.15 37.67 19.38 31.67

ｔ 3,388.01 3,449.65 3,511.11 3,724.79 3,812.17

ｔ 515.54 554.06 576.77 631.84 642.75

g/人・日 494.80 489.49 496.83 504.07 488.12

t 14,801.79 15,775.04 16,173.54 13,526.64 14,022.38

t 11,011.35 11,546.71 11,766.21 10,611.33 11,198.03

t 268.42 252.45 312.12 221.68 160.79

t 243.24 235.83 252.04 156.85 150.44

t 23.62 24.88 24.70 22.85 25.33

t 1.31 0.55 0.65 0.54 0.44

t 142.93 151.86 143.03 132.06 147.25

ｔ 3,110.92 3,562.76 3,674.79 2,381.33 2,340.10

ｔ 9,652.09 9,298.20 9,111.99 9,199.98 8,986.48

ｔ 9,555.13 9,202.95 9,007.54 9,097.82 8,890.37

ｔ 96.96 95.25 104.45 102.16 96.11

g/人・日 141.22 132.82 126.35 125.22 119.84

g/人・日 852.59 847.65 847.45 813.41 794.96

ｔ 48,619.97 50,041.09 52,003.57 50,559.91 50,624.03

ｔ 34,433.01 35,114.93 37,887.88 37,367.36 37,722.37

ｔ 1,731.26 1,775.84 2,027.60 1,964.41 1,880.73

ｔ 2,978.45 3,043.88 3,193.84 3,379.75 3,141.05

ｔ 3,411.63 3,474.53 3,535.81 3,747.64 3,837.50

ｔ 515.54 554.06 576.77 631.84 642.75

t 105.62 102.57 102.22 112.76 110.35

ｔ 142.93 151.86 143.03 132.06 147.25

ｔ 1.66 1.74 1.14 1.50 1.60

ｔ 5,299.87 5,821.68 4,535.28 3,222.59 3,140.43

g/人・日 711.37 714.83 721.10 688.18 675.12

資源化量 ｔ 13,007.81 12,979.00 14,870.10 16,471.29 17,102.63

直接資源化(紙・布類) ｔ 40.02 38.15 37.67 19.38 31.67

資源化施設による資源化 ｔ 1,900.20 1,983.22 2,419.40 2,679.34 3,799.64

焼却施設による資源化 ｔ 733.52 668.91 1,820.06 2,977.21 2,632.45

ｔ 9,652.09 9,298.20 9,111.99 9,199.98 8,986.48

ｔ 1.66 1.74 1.14 1.47 1.57

ｔ 537.39 836.92 1,336.81 1,461.85 1,503.57

ｔ 142.93 151.86 143.03 132.06 147.25

％ 22.32 21.87 24.33 27.56 28.69

最終処分量 ｔ 8,275.06 7,549.35 2,751.79 1,547.56 1,700.55

ｔ 1,702.64 1,664.35 1,193.22 0.00 0.00

ｔ 656.34 688.82 373.66 204.19 256.45

ｔ 0.14 5.20 4.25 4.35 4.74

ｔ 1,153.46 1,200.31 1,167.71 1,329.16 1,169.56

ｔ 4,762.48 3,990.67 12.95 9.83 55.05

ｔ 0.00 0.00 0.00 0.03 214.75

％ 17.02 15.09 5.29 3.06 3.36

集団回収

資源拠点回収

１人１日当たりの生活系ごみ発生量

事業系ごみ

燃やすごみ

粗大ごみ

有害危険ごみ

資源物

燃やさないごみ

容器包装プラスチック

有害危険ごみ

資源物

剪定枝

集団回収量等

１人１日当たりのごみ発生量

最終処分率（最終処分量÷ごみ処理量）

ごみ処理量（ごみ発生量－集団回収量等）

燃やすごみ

粗大ごみ

燃やさないごみ

容器包装プラスチック

ペットボトル

集団回収等(再掲)

家電４品目

森のまちエコセンター（剪定枝）

溶融スラグ

不燃性残さ

炉下不燃残さ

木くず残渣

その他

公共施設ごみ（資源物）

溶融飛灰

資源化率（資源化量÷ごみ発生量）

家電４品目

剪定枝

１人１日当たりのごみ処理量

資源物
燃やすごみ（直接資源化量)

容器包装プラスチック

ペットボトル

1人1日当たりの集団回収量等



- 26 - 

 

６ 動物死体処理量 

 ※回収：公道等で死亡していた犬猫等 

 

７ 剪定枝等処理量 

 

※剪定枝等は竹・草などを含む

（単位：ｔ）

月 剪定枝等受入量 堆肥配布量 チップ配布量

R03.4月 253.34 0.00 0.0

5月 276.15 0.00 0.0

6月 304.52 27.12 0.0

7月 311.43 14.84 0.0

8月 251.54 13.91 0.0

9月 344.01 26.67 0.0

10月 314.70 27.86 0.0

11月 289.72 19.71 0.0

12月 301.43 17.79 0.0

R04.1月 140.43 27.28 0.0

2月 170.48 21.88 0.0

3月 182.68 22.13 0.0

計 3,140.43 219.19 0.0

（単位：体）

区　分 H29 H30 R01 R02 R03

持　込 263 250 320 230 224

収　集 66 68 54 47 47

回　収 618 632 629 607 608

合　計 947 950 1,003 884 879
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８ 各種測定資料 

（１） 可燃ごみ分析 

採取日 R03.4.9 R03.5.7 R03.6.2 R03.7.2 R03.8.5 R03.9.9 R03.10.6 R03.11.5 R03.12.1 R04.1.6 R04.2.2 R04.3.2 平均値 最小値 最大値

kg/L 0.179 0.125 0.169 0.237 0.183 0.169 0.179 0.227 0.174 0.216 0.189 0.234 0.190 0.125 0.237

kg/㎥ 179 125 169 237 183 169 179 227 174 216 189 234 190 125 237

kg/40L 7,170 5,000 6,774 9,474 7,319 6,777 7,143 9,077 6,966 8,624 7,548 9,354 7,602 5,000 9,474

全水分 % 37.9 34.5 33.9 45.9 45.2 47.1 37.9 49.1 46.3 48.6 48.5 44.5 43.3 33.9 49.1

全灰分 % 8.6 15.2 12.1 9.7 7.9 7.8 9.1 6.8 5.6 6.9 8.0 6.6 8.7 5.6 15.2

全可燃分 % 53.5 50.3 54.0 44.4 46.9 45.1 53.0 44.1 48.1 44.5 43.5 48.9 48.0 43.5 54.0

% 30.4 27.5 26.0 38.4 38.5 38.7 30.2 45.4 52.1 41.7 46.4 31.4 37.2 26.0 52.1

% 2.7 3.3 4.4 2.4 1.9 4.0 3.1 8.8 10.5 8.5 2.0 13.9 5.5 1.9 13.9

% 10.6 12.3 11.0 4.5 3.7 4.5 6.4 11.7 5.2 6.8 6.5 5.9 7.4 3.7 12.3

% 9.5 15.4 12.4 10.3 6.8 16.8 13.2 6.2 6.1 12.6 7.7 11.2 10.7 6.1 16.8

% 35.3 26.4 29.6 29.6 33.3 28.3 35.1 19.2 19.5 21.8 29.9 30.0 28.2 19.2 35.3

% 1.1 0.5 1.1 2.4 5.1 0.1 3.5 0.1 0.1 0.7 0.6 0.2 1.3 0.1 5.1

% 7.0 4.3 8.3 8.0 7.4 6.5 6.7 7.1 5.0 5.4 5.7 6.2 6.5 4.3 8.3

% 2.5 9.2 5.3 2.4 1.8 0.4 1.1 1.1 1.2 1.1 0.4 0.4 2.2 0.4 9.2

% 0.2 0.2 0.4 0.7 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.7

% 0.7 0.9 1.5 1.3 1.3 0.6 0.4 0.3 0.3 1.3 0.7 0.6 0.8 0.3 1.5

% 36.9 31.3 31.4 47.1 48.5 43.0 33.9 46.3 50.8 47.3 56.5 31.6 42.1 31.3 56.5

% 5.6 6.2 8.8 3.3 4.2 6.4 5.0 13.4 17.0 14.0 3.4 25.4 9.4 3.3 25.4

% 10.1 10.9 11.0 4.4 3.9 5.3 5.9 10.0 4.5 5.6 6.5 4.7 6.9 3.9 11.0

% 8.8 18.9 11.3 12.5 6.3 18.1 15.7 6.1 6.9 10.4 6.7 10.2 11.0 6.1 18.9

% 27.2 20.7 22.3 20.7 23.9 19.8 27.6 15.2 14.2 15.8 20.4 21.2 20.8 14.2 27.6

% 0.8 0.3 0.8 1.5 3.4 0.0 2.7 0.1 0.0 0.4 0.4 0.1 0.9 0.0 3.4

% 8.4 5.0 9.4 8.0 7.7 6.7 8.0 8.0 5.7 5.2 5.5 6.1 7.0 5.0 9.4

% 1.6 6.0 3.6 1.4 1.0 0.2 0.7 0.6 0.7 0.6 0.2 0.2 1.4 0.2 6.0

% 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.4

% 0.5 0.6 1.1 0.7 0.9 0.3 0.3 0.2 0.2 0.7 0.4 0.4 0.5 0.2 1.1

% 50.30 49.05 51.43 48.69 53.39 43.96 51.54 43.52 46.23 46.98 47.19 51.45 48.64 43.52 53.39

% 7.46 6.71 7.45 7.07 7.88 6.60 7.74 6.34 6.52 6.52 6.97 7.57 7.07 6.34 7.88

% 0.98 1.63 0.74 0.73 0.84 0.96 0.96 1.01 0.87 1.08 1.13 0.85 0.98 0.73 1.63

% 0.02 0.07 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 <0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.07

% 0.32 0.32 0.38 0.46 0.52 0.24 0.34 0.19 0.19 0.24 0.18 0.39 0.31 0.18 0.52

% 30.36 27.75 27.98 28.94 25.97 34.57 26.32 37.03 37.02 34.05 30.12 28.87 30.75 25.97 37.03

% 30.14 28.82 31.58 25.18 28.27 23.00 31.40 21.82 24.45 23.54 24.03 28.24 26.71 21.82 31.58

% 4.47 3.94 4.58 3.65 4.17 3.45 4.71 3.18 3.45 3.27 3.55 4.16 3.88 3.18 4.71

% 0.59 0.96 0.45 0.38 0.44 0.50 0.59 0.50 0.46 0.54 0.58 0.47 0.54 0.38 0.96

% 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04

% 0.19 0.19 0.23 0.24 0.27 0.12 0.20 0.10 0.10 0.12 0.09 0.21 0.17 0.09 0.27

% 18.19 16.30 17.18 14.97 13.75 18.09 16.04 18.56 19.58 17.06 15.34 15.85 16.74 13.75 19.58

実測値 kJ/kg 12,100 11,000 12,660 9,580 11,220 8,660 12,470 7,350 8,260 7,990 8,460 10,480 10,019 7,350 12,660

計算値 kJ/kg 9,130 8,620 9,330 7,200 7,700 7,330 9,040 7,070 7,910 7,160 6,990 8,080 7,963 6,990 9,330

kJ/kg 14,060 12,760 14,550 11,560 13,300 10,620 14,490 9,300 10,200 9,950 10,480 12,540 11,984 9,300 14,550

kJ/kg 23,470 21,710 23,700 22,360 25,130 20,300 23,780 18,550 19,280 19,860 20,580 22,850 21,798 18,550 25,130

高分子 % 2.7 2.1 1.6 2.4 2.5 2.8 2.2 1.5 1.4 1.7 2.6 2.2 2.1 1.4 2.8

可燃物 % 3.7 6.4 5.8 4.9 3.6 4.4 5.7 4.5 3.4 3.9 4.8 3.8 4.6 3.4 6.4

不燃物 % 2.2 6.7 4.7 2.4 1.8 0.6 1.2 0.8 0.8 1.3 0.6 0.6 2.0 0.6 6.7

% 8.6 15.2 12.1 9.7 7.9 7.8 9.1 6.8 5.6 6.9 8.0 6.6 8.7 5.6 15.2

酸素

発熱量
高位発熱量

総発熱量

ガラス類

セトモノ・石・砂類

窒素

硫黄

塩素

低位発熱量

項　　　　目

ごみの
性　状

元
素
分
析

硫黄

塩素

酸素

炭素

水素

三成分
分　析

金属類

乾
ベ
ー

ス

湿
ベ
ー

ス

種
類
組
成
分
析

紙類

厨芥類

布類

草木類

プラスチック類

ゴム・皮革類

その他類

生
ご
み
換
算
値

炭素

水素

窒素

紙類

厨芥類

布類

草木類

プラスチック類

ゴム・皮革類

灰分の性状

合　計

見掛け比重

単位容積重量

容積当重量

その他類

金属類

ガラス類

セトモノ・石・砂類

測
定
値

<

<
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（２） 不燃ごみ 

 

（３） 容器包装プラスチック 

 

単位 R03.7.16 R03.10.19 R04.2.18 平均値 最小値 最大値

天候 － 晴 晴 晴 － － －

気温 ℃ 28.9 19.3 8.6 － － －

試料採取量 kg 1,419.25 552.11 1,303.35 1,091.57 552.11 1,419.25

単位容積重量（見掛比重） kg/L 0.219 0.137 0.255 0.204 0.137 0.255

水分 wt% 2.1 1.9 2.2 2.1 1.9 2.2

wt% 0.80 1.82 2.06 1.56 0.80 2.06

wt% 5.05 3.03 4.85 4.31 3.03 5.05

wt% 2.87 3.82 2.05 2.91 2.05 3.82

wt% 0.00 0.00 1.16 0.39 0.00 1.16

wt% 56.70 38.99 44.31 46.67 38.99 56.70

wt% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

wt% 0.20 0.00 0.79 0.33 0.00 0.79

wt% 2.15 2.09 6.87 3.70 2.09 6.87

wt% 3.06 15.23 7.55 8.61 3.06 15.23

wt% 3.02 9.15 5.09 5.75 3.02 9.15

wt% 25.72 25.08 24.57 25.12 24.57 25.72

wt% 0.43 0.73 0.67 0.61 0.43 0.73

wt% 0.00 0.06 0.03 0.03 0.00 0.06

その他 wt% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 wt% 100 100 100 － － －

単１ 本 0 1 0

単２ 本 0 0 0

単３ 本 0 0 0

単４ 本 0 0 0

単１ 本 0 0 0

単２ 本 0 0 0

単３ 本 0 0 0

単４ 本 0 0 0

乾電池の個数

アルカリ電池

－ － －

マンガン電池

ビニール合成樹脂類

容器包装プラスチック

ゴム類

皮革類

ガレキ類

不燃ごみ
（湿ベース）

ガラス類

鉄類

非鉄金属類

有害類

調査年月日

種
類
組
成

可燃ごみ
（湿ベース）

紙類

布類

木・竹・ワラ類

厨芥類

焼却不適ごみ
（湿ベース）

単位 R03.6.8 R03.10.12 R04.2.8 平均値 最小値 最大値

天候 － 晴 晴 晴 － － －

気温 ℃ 25.3 20.6 6.8 － － －

試料採取量 kg 293.44 284.64 357.79 311.96 284.64 357.79

単位容積重量（見掛比重） kg/L 0.064 0.073 0.101 0.079 0.064 0.101

水分 wt% 6.1 5.8 5.2 5.7 5.2 6.1

wt% 2.07 1.45 0.58 1.37 0.58 2.07

wt% 0.00 0.90 0.32 0.41 0.00 0.90

wt% 0.43 0.37 0.20 0.33 0.20 0.43

wt% 0.44 0.00 0.32 0.25 0.00 0.44

wt% 60.94 51.28 63.23 58.48 51.28 63.23

wt% 34.13 44.09 35.10 37.77 34.13 44.09

wt% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

wt% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

wt% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

wt% 0.10 0.00 0.00 0.03 0.00 0.10

wt% 0.78 0.24 0.00 0.34 0.00 0.78

wt% 1.05 1.68 0.22 0.98 0.22 1.68

wt% 0.07 0.00 0.03 0.03 0.00 0.07

その他 wt% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 wt% 100 100 100 － － －

単１ 本 2 0 0

単２ 本 0 0 0

単３ 本 0 0 2

単４ 本 0 0 0

単１ 本 0 0 0

単２ 本 0 0 0

単３ 本 0 0 0

単４ 本 0 0 0

乾電池の個数

アルカリ電池

－ － －

マンガン電池

ビニール合成樹脂類

容器包装プラスチック

ゴム類

皮革類

ガレキ類

不燃ごみ
（湿ベース）

ガラス類

鉄類

非鉄金属類

有害類

調査年月日

種
類
組
成

可燃ごみ
（湿ベース）

紙類

布類

木・竹・ワラ類

厨芥類

焼却不適ごみ
（湿ベース）
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（４）焼却量と発電量等（令和３年度） 

 

（５）大気質測定結果 

 

項目 単位 R03.4月 5月 6月 7月 8月 9月

硫黄酸化物
(排出基準値)

ppm
1未満
(10700)

1未満
(10800)

1未満
(10600)

1未満
(10900)

1未満
(11000)

1未満
(10600)

窒素酸化物 ppm 10 10 10 10 11 13

塩化水素 ppm 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満

ばいじん mg/m
3
N 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

水銀 mg/m
3
N 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満

ダイオキシン類 ng-TEQ/m
3
N 0 0.00000033 0.00000023 0 0.00000021 0.00000017

項目 単位 10月 11月 12月 R04.1月 2月 3月

硫黄酸化物
(排出基準値)

ppm
1未満
(10700)

1未満
(10600)

1未満
(10500)

1未満
(10500)

1未満
(10400)

1未満
(11000)

窒素酸化物 ppm 10 11 11 10 10 10

塩化水素 ppm 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満

ばいじん mg/m3N 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

水銀 mg/m3N 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.00000024 0 0 0 0.000070 0

買電 3,511,992 kwh

16,588,271 kwh 1,356,701 kwh

ごみ直接焼却 35,984 トン

ごみ残渣焼却 6,898 トン

灯油（燃料） 835 キロリットル

汚泥（助燃剤） 260 トン

14,432,980 kwh

　　　　下花輪福祉会館へ熱を送り風呂を沸かす

売電 639,138 kwh

ごみ焼却

施設

タービン発電機

        15,072,118kwh

リサイクル館・

プラザ館
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規制値 

項目 単位 法規制 保証値 

硫黄酸化物 ppm 計算により算出（注 1） 10 以下 

窒素酸化物 ppm 250 以下 30 以下 

塩化水素 ppm 430 以下 10 以下 

ばいじん mg/㎥ N 80 以下 5 以下 

水銀 mg/㎥ N 0.05 以下(注 2) 0.03 以下 

ダイオキシン類 ng-TEQ/㎥ N 1 以下 0.01 以下 

注１ 硫黄酸化物の排出基準は大気汚染防止法施行規則第３条により算出 

注２ 水銀の排出基準は H30 年 4 月から施行 

 

トップレベルの保証値 

流山市クリーンセンターは市民の快適な生活環境を維持するためにごみ焼却

施設の大気環境測定を行っているケロ。この測定では、法・条例による規制値

より厳しい保証数値を定め、適正な維持管理を行い、環境保全に万全を期して

いるケロ。 

          また、計測データは市役所第一庁舎１階ロビー及びクリーンセンター正門に

設置した環境監視盤でも広く市民の皆様に公開しているケロ。 

 

 

                                  環境監視盤 
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第５章 し尿及び浄化槽汚泥処理 

 

１ し尿及び浄化槽汚泥処理人口 

 

２ 令和３年度し尿及び浄化槽汚泥処理フロー 

 

３ し尿及び浄化槽汚泥処理量年報 

 

４ し尿及び浄化槽汚泥処理量の推移 

 

区分 単位 H29 H30 R01 R02 R03

処理量 Kl 12,299.32 11,401.52 11,262.64 10,310.47 9,636.65

し尿 Kl 1,609.49 1,325.83 1,140.68 1,171.09 1,120.25

浄化槽汚泥 Kl 10,689.83 10,075.69 10,121.96 9,139.38 8,516.40

脱水汚泥 ｔ 479.83 449.60 417.16 390.29 370.81

(単位：人)

区分 H29 H30 R01 R02 R03

住基台帳人口 184,468 189,762 194,364 199,151 203,029

公共下水道人口 148,021 155,291 162,450 169,682 174,806

浄化槽人口 34,324 32,643 30,341 28,023 26,913

汲み取り人口 2,123 1,828 1,573 1,446 1,310

※人口は各年10月１日現在のもの 「一般廃棄物処理事業実態調査」より

月 し尿 浄化槽汚泥 脱水汚泥 月 し尿 浄化槽汚泥 脱水汚泥

単位 Kl Kl ｔ 単位 Kl Kl ｔ

R03.4月 107.88 688.90 37.16 10月 91.93 783.76 35.41

5月 90.87 828.62 29.66 11月 81.57 624.70 28.81

6月 110.31 902.30 42.19 12月 93.43 606.05 27.00

7月 98.95 755.57 31.98 R04.1月 82.13 639.05 22.17

8月 89.68 621.34 27.85 2月 82.87 684.62 30.93

9月 102.51 613.67 24.30 3月 88.12 767.82 33.35

小計 600.20 4,410.40 193.14 小計 520.05 4,106.00 177.67

合計 1,120.25 8,516.40 370.81

ごみ焼却施設 259.65t
民間委託処理 111.16t

河川放流8,516.40

脱水汚泥 t

370.81

し尿  Kl

1,120.25

処理量 Kl

浄化槽汚泥 Kl

9,636.65



- 32 - 

 

第６章 ごみ減量・資源化の啓発 

 

１ 数値目標 

  平成３１年３月に策定した一般廃棄物処理基本計画(令和元年度～令和１０年度)では、次のよう

な数値目標を定め、各種個別施策のもと、ごみ減量・資源化の推進に努めている。 

 

一般廃棄物処理基本計画における基本方針 

『 資源化を有効に利用する循環型のまちを目指して 』 

１ 大量廃棄からの脱却とさらなる資源化 

循環型社会を構築するため、大量廃棄からの脱却とさらなる資源化を目指します。 

３Ｒのうち①発生抑制（リデュース）、②再使用（リユース）を優先して実施し、やむなくご

みとして排出されるものについても、さらなる③資源化（リサイクル）を図り、ごみの総排出

量削減に取り組みます。 

３Ｒを行ってもなお残る一般廃棄物については、環境負荷の低減に配慮しつつ、適正に焼却

処理し、余熱利用（熱回収）を行います。最後に発生する焼却残渣等は、最小化した上で適正

に最終処分します。 

２ 環境負荷の少ないごみ処理システムの構築 

ごみの収集・運搬、中間処理、最終処分という過程で、環境への負荷の低減と資源・エネル

ギーの効率的な回収に努め、自然環境及び地球温暖化防止に配慮したごみ処理システムを構築

します。 

また、廃棄物処理施設の計画的かつ効率的な維持管理については、長寿命化等、実態に即し

た施設改修及び更新を行います。 

  

現　状 中間目標 計画目標

２０１７年度 ２０２３年度 ２０２８年度

（平成２９年度） （令和５年度） （令和１０年度）

1人1日当たりのごみ発生量 ｇ／人・日 ８５３ ７８９以下 ７６８以下

1人1日当たりの家庭系ごみ発生量 ｇ／人・日 ４３８ ４０２以下 ３７２以下

資源化率 ％ ２２ ２２以上 ２２以上

最終処分量 ｔ／年 ８，２７５ ４，０６１以下 ３，９７４以下

項目 単位
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各項目の推移 

ごみ発生量と資源化率等 

（ｇ） 

区分 単位 H29 H30 R01 R02 R03

１人１日当たりごみ発生量 ｇ/人・日 853 848 847 813 795

１人１日当たりの家庭系ごみ発生量 ｇ/人・日 438 432 440 445 428

資源化率 ％ 22.3 21.9 24.3 27.6 28.7

最終処分量 ｔ/年 8,275 7,549 2,752 1,548 1,701
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２ 啓発事業の実施状況  

  リサイクルプラザをごみ減量・資源化啓発事業の中核施設と位置付け、年間を通して次のような

事業を実施している。 

  また、これらの事業は広報ながれやまやホームページで紹介しており、広く市民へ周知を図って

いる。 

（１）講座・教室（令和３年度） 

 

 

No 講座名 開催回数 参加者数 内容

1 【子供向け】うちわづくり 1 4
好きな絵を描いた紙を貼り直し、オリジ
ナルのうちわを作ります。

2 【子供向け】縫わない巾着づくり 1 7
不用布を使って、縫わずに作れる巾着を
作ります。

3 【子供向け】ペットボトルの底で作るオーナメント 1 5
ペットボトルの底を切り取り、飾り付け
をしてオーナメントを作ります。

4 【子供向け】Tシャツで作る縫わないエコバッグ 1 7
不用になったＴシャツを使い、エコバッ
グを作ります。

5 【子供向け】親子でミニ座布団づくり 1 4
伝統的な座布団の作成方法にならい、親
子で16cm四方の小座布団を作ります。

6 洗える健康布ぞうりづくり 4 24
古バスタオルや古布を使って、洗濯でき
るぞうりを作ります。

7 打ち直しわたを使った小座布団づくり 1 4
伝統的な座布団の作成方法にならい、
40cm四方の小座布団を作ります。

8 ログキャビンで作るサンタクロースづくり 2 7
不用布を使用し、ログキャビン（パッチ
ワークの方法）でサンタクロースを作り
ます。

9 不用布で作るお供え餅（鏡餅） 2 4
不用布でお供え餅（鏡餅）の置物を作り
ます。

10 小窓付き夏ぼうしづくり 2 6
不用布を使って、小窓付きの夏ぼうしを
作ります。

11 押絵季節のつるし飾りづくり 2 10
不用布を使用し、押絵で季節のつるし飾
りを作ります。

12 押絵の羽子板づくり 2 8
不用布を使用し、押絵で羽子板飾りを作
ります。

13 毛糸で作るくつ下カバー 2 2
不用になった毛糸を使って、くつ下カ
バーを作ります。

14 ハンドウォーマーづくり 2 13
不用になった毛糸を使って、ハンド
ウォーマーを作ります。

15 包丁研ぎ教室 1 8
包丁の研ぎ方を学び、家庭にある切れな
くなった包丁を研ぎます。

16 毛糸で作るペットボトルカバー 1 5
不要になった毛糸を使って、ペットボト
ルカバーを作ります。

17 ぞうりストラップ＆携帯楊枝入れづくり 1 1
古い水引を使ってミニぞうりを作り、ス
トラップに。包装紙などを利用して携帯
楊枝入れを作ります。

18 着けたまま飲料が飲めるマスクづくり 1 4
不用布を使って、着用したままでも飲料
が飲める形のマスクを作ります。

19 猫のお手玉づくり 1 4
不用布を使って、猫型のお手玉を作りま
す。

20 ねこのクリップづくり 1 9
不用布と洗濯ばさみを使用し、猫型のク
リップを作ります。

21 ハンカチでブローチづくり 1 3
不用になったハンカチを使ってブローチ
を作ります。

22 指編み帽子＆マフラーづくり 1 4
不用になった毛糸を使用し、指編みで帽
子とマフラーを作ります。

23 おもちゃ病院 16 455
壊れたおもちゃを修理します。子どもた
ちに、物の大切さを伝えます。

合計 48 598
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（２）再生品販売 

 
 

（３）施設見学 

 
 

（４）視察 

 

 

（５）ごみ出前講座（ケロクルミーティング） 

職員が地域へ出向き、ごみ問題や環境問題について意見交換する出前講座を実施している。  

（参考 H17 から実施） 

令和３年度実績 ４回 参加者１１５名 

再生家具 再生家具

申込者数 販売数 販売数 申込者数 販売数 販売数

R03.4月 0 25 67 92 10月 151 0 54 205

5月 168 0 51 219 11月 181 25 72 278

6月 0 25 39 64 12月 0 25 35 60

7月 174 0 41 215 R04.1月 0 0 49 49

8月 0 24 39 63 2月 158 0 5 163

9月 0 0 47 47 3月 0 25 19 44

小計 342 74 284 700 小計 490 75 234 799

合計 832 149 518 1,499

計月
再生自転車

計 月
再生自転車

計 計

大人 子供 計 件数 人数 （人数） 大人 子供 計 件数 人数 （人数）

R03.4月 8 4 12 0 0 12 10月 12 9 21 0 0 21

5月 13 8 21 2 156 177 11月 16 5 21 0 0 21

6月 22 16 38 10 1,021 1,059 12月 24 28 52 0 0 52

7月 19 25 44 3 520 564 R04.1月 6 4 10 0 0 10

8月 42 37 79 0 0 79 2月 0 0 0 0 0 0

9月 0 0 0 0 0 0 3月 0 0 0 0 0 0

小計 104 90 194 15 1,697 1,891 小計 58 46 104 0 0 104

合計 162 136 298 15 1,697 1,995

団体
月

団体
月

個人（人数） 個人（人数）

月 件数 人数 月 件数 人数

R03.4月 0 0 10月 0 0

5月 0 0 11月 0 0

6月 0 0 12月 0 0

7月 0 0 R04.1月 0 0

8月 0 0 2月 0 0

9月 0 0 3月 0 0

小計 0 0 小計 0 0

合計 0 0
小学 4 年生による見学会 
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（６）ガレージセール（市主催） 

令和３年度は新型コロナウィルスの影響により開催を中止した。 

   

（７）ごみ減量化促進ポスターコンクール 

市内１７校の小学校４年生を対象にポスターコンクールを

実施した。 

応募２３４点から学校選出６０点について審査会を行い、最

優秀賞１点（八木南小学校 川
かわ

﨑
さき

 優
ゆ

衣
い

さん）、優秀賞２点（江

戸川台小学校 伴野
ば ん の

 颯
はやと

さん・鰭ヶ崎小学校 片桐
かたぎり

 ゆうな

さん）、佳作１０点を選出し、最優秀賞者・優秀賞者について市

長表彰を行った。 

 

 展示（学校選出６０点） 

 ・おおたかの森センター(R3.11/2～11/8） 

・リサイクルプラザ・プラザ館(11/9～11/15） 

 ・南流山センターギャラリー(11/16～11/22)   

 最優秀賞に入賞した作品をポスターとして８５０枚印刷し、市内の各事業所及び公共施設に掲示

した。 

  （参考 H4 から実施） 

  

（８）ごみ減量・資源化啓発用のぼり旗・横断幕の掲示 

  市内１１箇所の公共施設で掲示 

  標語「ごみ減量！あなたの知恵と行動で」 

  掲示期間 R3.10.1～10.31（環境省 3R 推進月間） 

  （参考 H4 から実施） 

  掲示場所 

横 断 幕：クリーンセンター、江戸川台福祉会館 

のぼり旗：流山市役所（環境政策課）、出張所（江戸川台、

東部）、公民館（中央、北部、初石、東部、お

おたかの森センター、南流山センター） 

 

 

のぼり旗 

 

横断幕 縦０．９ｍ×横７ｍ 

（９）剪定枝の資源化による森のエコ堆肥作り 

  平成２２年度から稼働した森のまちエコセンターで今までは燃やすごみとして焼却していた剪定

枝を堆肥やチップに資源化し、緑を育てることなどに広く活用されるようにした。 

令和３年度堆肥配布量 219.19 トン 

ごみ減量・資源化キャ

ラクター『ケロクル』 
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３ 廃棄物(ごみ)減量等推進員 

  １８２名(令和 3 年 5 月委嘱者数・委嘱状は郵送)  

（１）目的 

市と連携し、自治会等の地域においてごみ減量・資源化の実務における中心的役割を果たすた

めに委嘱しています。 

 

（２）構成 

自治会の推薦を受けている各自治会１名程度 

 

（３）任期 

   １年間 

 

（４）役割 

ア ごみ減量・資源化に関する市の施策への協力について、市民に依頼するとともに、市民の意

見、実情を報告すること。 

イ ごみの分け方・出し方について市民に対して指導すること。 

ウ ごみ減量・資源化に関する施策や活動を円滑に推進するため、「地域における推進組織」を設

置し、その実務の中心的役割を果たすこと。 

 

（５）減量等推進員会議 

令和３年度は新型コロナウィルスの影響により開催中止 

 

（６）推進員だより（ケロクル通信）の発行 

地域のごみ減量・資源化啓発のために「推進員だより（ケロクル通信）」（令和３年度前期版・

後期版）を作成し、減量等推進員を対象に配付した。 
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４ リサイクルプラザ 

  クリーンセンター内にあるリサイクルプラザは、本市が目指す循環型社会(ケロクルタウン)の拠

点となる施設で、粗大ごみから家具と自転車を再生する再生工房や、講座・教室を行う研修室と工

芸室、書籍やビデオを備えた情報コーナーなど、市民がごみ減量・資源化について楽しみながら学

べる施設である。 

  また、クリーンセンターにある清掃工場(ごみ焼却施設・分別施設)の見学も受け入れている。 

開館時間 午前９時から午後５時まで 

休館日 祝祭日及び年末年始 

（１）再生工房 

   粗大ごみとして出された家具と自転車を修理し、再生したものを安価で販売している。 

 

品目 販売方法 

家具 再生したものから随時販売している。 

自転車 奇数月の 15 日から 29 日までに申し込みを受

け付け、抽選後、当選者に引き渡している。 

 

 

 

（２）研修室・工芸室 

部屋 内容 定員 備考 

工芸室１ 石けん、紙すきなど 36 名  

工芸室２ 布のリサイクルなど 24 名  

研修室１ 
視察・見学及び循環型社会

の形成に向けた研修等 

54 名 
間仕切り解放

時、最大 162名 
研修室２ 54 名 

研修室３ 54 名 

 

（３）情報コーナー 

   ごみ減量・リサイクルを中心に環境関連の書籍及びビデオを設置し、来館者が自由に閲覧及び

視聴ができる。また、講座・教室の参加者の作品を展示している。 

 

  



- 39 - 

 

５ 集団回収 

  自治会等の団体による集団回収を促進させるため、各団体には報償金、回収する再生資源物収集

運搬業者には奨励金を交付し、リサイクル活動を支援している。 

（１）団体への支援 

  ア 報償金単価の推移 

イ 団体数 

ウ 回収量と報償金（リサイクル団体関係） 

 

（２）回収業者への支援 

ア 奨励金単価の推移 

 

 イ 回収量と奨励金 

H3.12～ H4.4～ H5.1～ H5.4～ H10.10～ H16.4～ H17.4～ H27.4～ R3.1～

― 3円 7円 9円 12円 11.5円 9.8円 9円 19円

15円 15円 15円 15円 15円 15円 12.8円 12円 22円

品目

紙・布類

ビン・金属類

※H29 は集団活動後に解散した団体があり、回収量と報償金は合わない。 

（単位：kg 当たり） 

H29 H30 R01 R02 R03

229 231 233 233 235

2 2 2 2 2

12 10 11 11 10

7 6 6 6 6

2 2 2 3 3

252 251 254 255 256

老人会

その他

合計

区分

自治会等

子供会

ＰＴＡ

区分 S59.4～ S60.4～ S61.4～ H3.4～ H4.4～ H12.4～

紙類

布類

ビン類

金属類

８円／kg

９．５円／kg

１０円／kg

1団体
１万円

１円／kg ３円／kg ５円／kg

6,951,760 6,623,440 6,398,700 6,237,150 6,141,620

新聞 3,259,520 2,973,240 2,728,740 2,256,130 2,198,050

雑誌 1,881,890 1,824,870 1,786,680 1,900,840 1,754,510

段ボール 1,810,350 1,825,330 1,883,280 2,080,180 2,189,060

577,860 615,320 616,340 748,610 722,720

722,028 731,980 745,190 779,450 759,250

1,303,482 1,232,210 1,247,310 1,332,605 1,266,780

9,555,130 9,202,950 9,007,540 9,097,815 8,890,370

76,427,280 73,623,600 72,060,320 72,782,520 71,122,960

R03

回
収
量

(
k
g

)

報償金(円)

区分

紙類

布類

金属類

ビン類

合計

H29 R02H30 R01

H29 H30 R01 R02 R03

9,555,130 9,202,950 9,007,540 9,097,815 8,890,370

92,072,700 88,719,120 87,045,360 110,482,150 174,995,120

区分

回収量(kg)

奨励金(円)
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６ 生ごみの資源化 

（１）生ごみ肥料化処理器購入補助 

生ごみの資源化を促進させるため、令和 4 年度から購入額の一部を補助します。 

ア 生ごみ肥料化処理容器（コンポスト容器等）の場合 

１器当たり、購入金額の２分の１の額 

最高限度額は、６，０００円 但し、１世帯、１年につき、１器までの補助 

イ 生ごみ処理機器（電動機械式等）の場合 

１器当たり、購入金額の２分の１の額 

最高限度額は、３０，０００円 但し、１世帯、３年につき、１器までの補助 

 

７ 事業系ごみの減量 

（１）資源化量 

   事業系ごみの資源ごみの搬入は認めていないため、排出者において一般廃棄物収集運搬許可業

者で資源化されている。 

     

一般廃棄物収集運搬許可業者による資源化量  

 

 

（２）減量計画書  

多量の事業系ごみを排出する事業者のうち規則で定める事業所については、事業系一般廃棄物

の減量に関する計画書の作成を義務付けている。 

 

減量計画書作成事業所  ７８事業所（R04 年 3 月 31 日時点） 

 

(単位：ｔ)

年度 H29 H30 R01 R02 R03

資源化量 6,519 5,763 5,172 5,048 5,530
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８ リサイクル推進店 

  これまでのリサイクル協力店制度を拡充し、リサイクル推進店制度として、ごみの減量リサイク

ルに積極的に取り組んでいる店舗を認定している。 

(令和 4 年 8 月 現在)  

 

No. 

 

店舗名 

 

所在地 

 

電話番号 

紙

パ

ッ

ク 

新

聞 

ト

レ

イ 

缶 
び

ん 

ペ

ッ

ト

ボ

ト

ル 

家

電 

 

その他の取り組み 

１ 

株 式 会 社

SGR 

第二倉庫 

流山市お

おたかの

森西３－

６－６ 

048-

760-

1070 

       

・残置物撤去作業の際に

出るリユース・リサイク

ル資源の買取 

・リユース品の海外輸出

事業 

２ 

生活協同組

合コープみ

らいコープ

東深井店 

流山市東

深井２２

８－１ 

04-

7140-

5000 

〇  〇 〇  〇  

・たまごパック回収（指定

容器のみ） 

・レジ袋削減 

・畜産ノントレー商品の

販売 

３ 

生活協同組

合コープみ

らいコープ

南流山店 

流山市南

流山１－

１０－７ 

04-

7178-

6195 

〇  〇 〇  〇  

・たまごパック回収（指定

容器のみ） 

・レジ袋削減 

・畜産ノントレー商品の

販売 

４ 
コモディイ

イダ流山店 

流山市加

１－１２

－２ 

04-

7157-

8031 

〇  〇     

 

 

 ボクのステッカーが目印ケロ 
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資料 

１ 条例・規則等 

○流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 

平成６年３月30日 

条例第12号 

改正  

令和元年12月25日条例第19号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」とい

う。）その他別に定めのあるもののほか、廃棄物の排出の抑制、再利用の促進及び廃棄物の適正な

処理並びに生活環境の清潔の保持に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。 

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。 

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用す

ることをいう。 

(5) 資源物 紙類、布類、金属類、ビン類その他規則で定めるものをいう。 

(6) 集団回収 市内の自治会、子供会その他の公共的団体（規則の定めるところにより市長の登

録を受けたものに限る。）による資源物の回収（規則の定めるところにより市長に届け出た回

収場所における回収に限る。）をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄

物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。 

２ 市は、再利用等による家庭廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなけれ

ばならない。 

３ 市は、第１項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識

の啓発を図るよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 

２ 事業者は、事業系廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により、その減量に努めると

ともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、そ

の適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 

３ 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、家庭廃棄物の排出を抑制し、その適正な分別及び集団回収への参加等により再利用

を図るとともに、その生じた家庭廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、家庭廃棄物の減量

に努めなければならない。 

２ 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。 

（一般廃棄物処理計画） 

第６条 市は、法第６条第１項の規定により一般廃棄物処理計画（以下「処理計画」という。）を定

めるものとする。 

２ 処理計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実

施のために必要な毎年度の事業について定める実施計画とする。 

３ 市長は、前項の実施計画を定めたとき又は変更したときは、その旨を告示するものとする。 

（廃棄物対策審議会） 

第７条 一般廃棄物の減量及び適正な処理の推進に関する事項について審議を行い、市長に答申し、

又は建議するため、流山市廃棄物対策審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 
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３ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 市民等 

(3) 関係団体を代表する者 

(4) 廃棄物減量等推進員の職にある者 

(5) 環境美化推進員の職にある者 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

５ 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。 

６ 特別委員の任期は、市長が委嘱した日から当該特別の事項に関する審議が終了したときまでとす

る。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（廃棄物減量等推進員） 

第８条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量及び適正な処理に熱意と識見を有する

者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱する。 

２ 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量及び適正な処理のため、市の施策への協力その他の活

動を行う。 

（技術管理者） 

第８条の２ 法第21条第３項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいず

れかに該当することとする。 

(1) 技術士法（昭和58年法律第25号）第２条第１項に規定する技術士（化学部門、上下水道部門

又は衛生工学部門に係る第２次試験に合格した者に限る。）であること。 

(2) 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であって、１年以上

廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。 

(3) ２年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあったこと。 

(4) 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学（短期大学を除く。次号において同じ。）

又は旧大学令（大正７年勅令第388号）に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相

当する課程において衛生工学（旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同

じ。）又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、２年以上廃棄物の処理に関する技術上の

実務に従事した経験を有すること。 

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに

相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、３年

以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。 

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治36年勅令第61

号）に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学

（旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。）又は化学工学に

関する科目を修めて卒業した後、４年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を

有すること。 

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理

学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以

外の科目を修めて卒業した後、５年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有

すること。 

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和18年勅令第36

号）に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、

６年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。 

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校にお

いて理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、７年以上廃

棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。 

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。 

(11) 前各号に掲げる資格と同等以上の知識及び技能を有すると認められること。 

（市が行う廃棄物の減量） 
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第９条 市は、廃棄物の処理施設において資源の回収を行うとともに、物品の調達に当たっては、再

生品を使用すること等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。 

（資源回収業者等への協力要請及び支援） 

第10条 市は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする者に必要な協力を要請するとともに、

その者を支援するよう努めるものとする。 

（事業者が行う廃棄物の減量） 

第11条 事業者は、再利用の可能な物の選定をするほか、再利用を促進するために必要な措置を講ず

ることにより、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理及び回

収体制の確保等廃棄物の排出の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（適正包装等） 

第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること

等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。 

２ 事業者は、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収に努めなけ

ればならない。 

（市民が行う廃棄物の減量） 

第13条 市民は、再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力すること等により、廃

棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。 

（家庭廃棄物の処理） 

第14条 市は、処理計画に従い、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これ

を運搬し、及び処分しなければならない。 

（土地等の占有者の義務） 

第15条 土地又は建物の占有者（占有者がいない場合には、管理者又は居住者とする。以下同じ。）

は、その土地又は建物内の家庭廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分する

ことができるものについては、自ら処分するように努めなければならない。 

２ 占有者は、自ら処分できない家庭廃棄物については、処理計画に従い当該家庭廃棄物を適正に分

別し、家庭廃棄物を集積する所定の場所（以下「集積場所」という。）に排出すること等により、

市の行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。 

３ 占有者は、集積場所において家庭廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭を発することのないようそ

の清潔の保持に努めなければならない。 

（排出規制） 

第16条 占有者は、市が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならな

い。 

(1) 有害性のある物 

(2) 危険性のある物 

(3) 引火性のある物 

(4) 著しく悪臭を発する物 

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物 

(6) 前各号に掲げる物のほか、市が行う家庭廃棄物の収集、運搬及び処分を著しく困難にし、又

は市の処理施設の機能に支障が生ずる物 

２ 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければ

ならない。 

（改善勧告） 

第17条 市長は、占有者が前条第１項の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、期

限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

（資源物の持去りの禁止） 

第18条 市長及び規則の定めるところにより市長の登録を受けているもの以外のものは、次に掲げる

場所に排出された資源物を収集し、又は運搬してはならない。 

(1) 集積場所 

(2) 集団回収の回収場所 

（持去りの禁止命令等） 
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第19条 市長は、前条の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を

行わないよう命ずることができる。 

２ 前条の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬した者を発見した者は、市長に通報しなけれ

ばならない。 

（違反行為をした者に対する立入調査） 

第20条 市長は、前条第１項の規定による命令に関し必要があると認めるときは、その必要と認めら

れる範囲内において、同項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必

要な事項に関し期限を定めて報告を求め、又はその職員を当該者の建物に立ち入らせ、帳簿、書類

その他の物件を調査させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があっ

た時は関係人に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

（事業系廃棄物の処理） 

第21条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処

分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことができる者に運搬させ、若しくは

処分させなければならない。 

（運搬等の指示を行う事業系一般廃棄物） 

第22条 法第６条の２第５項の規定により運搬すべき場所及びその運搬の方法を指示することができ

る多量の事業系一般廃棄物は、１日の平均排出量が10キログラム以上のものとする。 

（多量排出事業者の義務） 

第23条 前条に規定する多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者のうち規則で定めるもの（以下

「多量排出事業者」という。）は、市長の指示に従い、再利用を促進すること等により、その事業

系一般廃棄物を減量しなければならない。 

２ 多量排出事業者は、規則で定めるところにより、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作

成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。 

（改善勧告） 

第24条 市長は、多量排出事業者が前条第１項又は第２項のいずれかの規定に違反していると認める

ときは、当該多量排出事業者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができ

る。 

（公表） 

第25条 市長は、前条に規定する勧告を受けた多量排出事業者がその勧告に従わなかったときは、そ

の旨を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき多量

排出事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。 

（受入拒否） 

第26条 市長は、多量排出事業者が前条第１項の規定による公表をされた後において、なお、第24条

に規定する勧告に係る措置を講じなかったときは、当該多量排出事業者が排出する事業系一般廃棄

物の市の処理施設への受入れを拒否することができる。 

（受入基準） 

第26条の２ 市民及び事業者は、一般廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する場合には、処理計

画に定める受入基準に従わなければならない。 

（一般廃棄物処理手数料） 

第27条 市が一般廃棄物を収集し、運搬し、及び処分した場合に徴収する手数料の額は、別表第１に

定めるところにより算出した額（10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減免することが

できる。 

（産業廃棄物の処理） 

第28条 法第11条第２項の規定により市が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処理すること

ができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない量のものとする。 

２ 市長は、前項に規定する産業廃棄物を指定するものとし、当該指定をしたときはその旨を告示す

るものとする。 
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３ 前項の場合において、事業者は、第１項に規定する産業廃棄物の処理を市に依頼しようとすると

きは、市長の指示に従わなければならない。 

（産業廃棄物処理費用） 

第29条 前条の規定により市が産業廃棄物を処理した場合に徴収する費用は、別表第２に定めるとこ

ろにより算出した額（10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

（一般廃棄物収集運搬業等の許可） 

第30条 法第７条第１項若しくは第６項に規定する一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業

（以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。）を行おうとする者又は浄化槽法（昭和58年法律第43

号）第35条第１項に規定する浄化槽清掃業を行おうとする者は、規則で定める申請書を市長に提出

し、許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者は、その事業の範囲を変更しようと

するときは、規則で定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。 

（許可証の交付） 

第31条 市長は、前条第１項又は第２項の規定による申請があった場合において、当該申請が法令に

定める基準に適合すると認めるときは、当該申請に係る者に対し、許可証を交付の上、許可するも

のとする。 

２ 前項の許可証の交付を受けた者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出

て再交付を受けなければならない。 

（許可申請等手数料） 

第32条 第30条第１項の規定により許可を受けようとする者若しくは同条第２項の規定により変更の

許可を受けようとする者又は前条第２項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、申請

の際、次の各号に定める手数料を納入しなければならない。 

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 １件につき 10,000円 

(2) 一般廃棄物処分業の許可申請手数料 １件につき 10,000円 

(3) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 １件につき 10,000円 

(4) 一般廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 １件につき 10,000円 

(5) 一般廃棄物処分業の変更許可申請手数料 １件につき 10,000円 

(6) 許可証の再交付申請手数料 １件につき 5,000円 

（地域の清潔の保持） 

第33条 占有者は、土地又は建物及びその周辺の清潔を保ち、相互に協力して良好な地域環境を保全

するよう努めなければならない。 

（公共の場所の清潔の保持等） 

第34条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所において、自ら生じさせた廃棄物を持

ち帰り、又は所定の場所に収容することにより、その清潔の保持に努めなければならない。 

２ 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所にみだりに廃棄物が捨てられないよう

必要な管理に努めなければならない。 

３ 前項の場合において、当該公共の場所の管理者は、廃棄物を分別して回収できるような施設、設

備等を備えるよう努めなければならない。 

（空き地の管理） 

第35条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないよう必要

な管理に努めなければならない。 

（飲料容器等の散乱防止） 

第36条 容器入り飲料等の製造、加工、販売等を行う事業者は、飲料容器等の散乱を防止するため、

市民がその容器を不要とし、又はその返却をしようとする場合には、回収に応ずるよう努めなけれ

ばならない。 

２ 容器入り飲料等の自動販売機の所有者又は管理者は、その飲料容器等を分別し、回収するための

専用容器を設置するよう努めなければならない。 

（投棄の禁止） 

第37条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 

２ 市は、前項に違反する行為を未然に防止するため、市民及び事業者に対し、意識の啓発を図るこ

と等必要な措置を講じなければならない。 

（罰則） 
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第38条 第19条第１項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。 

第39条 第20条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調

査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。 

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業

務に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条

の罰金刑を科する。 

（委任） 

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則（令和元年12月25日条例第19号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

別表第１（第27条関係） 

一般廃棄物処理手数料 

種類 区分 手数料 

し尿 定額制 世帯人員1人につき 月額 330円 

従量制 

（飲食店、旅館、工場、事

業所、遊戯場、駅、学校そ

の他人員の一定しない建築

物及び簡易水洗便所を設置

している建築物等） 

36リットルにつき 330円 

浄化槽汚泥 浄化槽汚泥を第30条第1項の

規定により浄化槽清掃業の

許可を受けた者が市長の指

定する場所へ搬入するとき 

1,800リットルにつき 440円 

汚泥 1立方メートルにつき 7,700円 

動物の死体 自ら市長の指

定する場所へ

搬入するとき 

事業者 1体につき 3,300円 

事業者以外

の者 

1体につき 1,100円 

市が収集し、運搬し、及び

処分するとき 

1体につき 3,300円 

家庭廃棄物 市の収集・運搬によらない

で市長の指定する場所へ搬

入するとき（剪
‚ｹ‚・

定枝、雑

草、落葉及び竹木（以下

「剪
‚ｹ‚・

定枝等」という。）を

自ら市長の指定する場所へ

搬入するときを除く。） 

10キログラムまでごと 300円 

剪
‚ｹ‚・

定枝等を自ら市長の指定する場所へ搬入すると

き 

無料 

粗大ごみを市が収集し、運

搬し、及び処分するとき 

1点につき 1,100円 

その他の一

般廃棄物 

事業系一般廃棄物を自ら市

長の指定する場所へ搬入す

るとき 

10キログラムまでごと 300円 

事業系一般廃棄物を第30条

第1項の規定により一般廃棄

物収集運搬業の許可を受け

た者が市長の指定する場所

へ搬入するとき 

10キログラムまでごと 300円 

備考 
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１ し尿定額制の収集回数は、世帯人員１人から４人までを月１回、５人から８人までを月２

回、９人以上を月３回とし、これらの回数を超える部分については、従量制とする。 

２ この表において「剪
‚ｹ‚・

定枝」及び「粗大ごみ」とは、処理計画に定められている剪
‚ｹ‚・

定枝及び

粗大ごみをいう。 

３ 重量に５キログラム未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた後の重量により手数料

を算定する。ただし、総重量が10キログラム未満の場合は、10キログラムとして手数料を算定

する。 

別表第２（第29条関係） 

産業廃棄物処理費用 

区分 費用 

第28条第2項の規定により市長が指定し

た産業廃棄物を市長の指定する場所へ

搬入するとき 

10キログラムまでごと 300円 

備考 重量に５キログラム未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた後の重量により手数料

を算定する。ただし、総重量が10キログラム未満の場合は、10キログラムとして手数料を算定す

る。 
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○流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則 

平成６年６月３０日 

規則第２０号 

 

改正 平成２６年３月３１日規則第１２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」

という。）及び流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成６年流山市条例第１２号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。 

２ 条例第２条第２項第５号に規定するその他の資源物は、次のとおりとする。 

（１） ペットボトル 

（２） プラスチック類 

（審議会の会長及び副会長） 

第３条 条例第７条第１項に規定する流山市廃棄物対策審議会（以下「審議会」という。）に会長及び

副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、審議会の事務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（審議会の会議） 

第４条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（審議会の部会） 

第５条 審議会は、その定めるところにより部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長の指名する当該部会に属する委員がその職務を代理

する。 

６ 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって当該審議会の議決とみなすことができ

る。 

７ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは

「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読

み替えるものとする。 

（会議の運営等） 

第６条 前３条に定めるもののほか審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

（廃棄物減量等推進員） 

第７条 条例第８条第１項に規定する廃棄物減量等推進員（以下「推進員」という。）の定数は、２０

０人以内とする。 

２ 推進員の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（し尿くみ取りの申請） 

第８条 土地又は建物の占有者は、し尿のくみ取りを新たに受け、変更し、又は受ける必要がなくな

ったときは、し尿くみ取（開始・変更・取消し）申請書（別記第１号様式）を市長に提出しなけれ
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ばならない。 

（勧告書） 

第９条 条例第１７条又は条例第２４条の規定による勧告は、勧告書（別記第２号様式）により行う

ものとする。 

（禁止命令書等） 

第１０条 条例第１９条第１項の命令は、禁止命令書（別記第２号様式の２及び第２号様式の３）の

交付により行うものとする。 

２ 前項の禁止命令書の交付を受けた者は、署名押印の上、誓約書（別記第２号様式の４）を禁止命

令書の交付の日から１週間以内に市長に提出しなければならない。 

（警察への告訴） 

第１１条 市長は、条例第１９条第１項の命令を受けたにもかかわらず、条例第１８条に違反し、資

源物を収集し、又は運搬を行う者については、必要に応じて告訴を行うものとする。 

（多量排出事業者） 

第１２条 条例第２３条第１項に規定する規則で定める事業者は、次の各号に掲げる事業者とする。 

（１） 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第２条第２項に規定する大規模小売店

舗の用に供する建築物を有する事業者 

（２） 前号に定めるもののほか、事業の用に供する部分の延べ床面積（建築基準法施行令（昭和

２５年政令第３３８号）第２条第１項第３号に規定する床面積の合計をいう。）が１,５００平方

メートル以上の建築物を有する事業者。ただし、排出される事業系一般廃棄物が少量の建築物で

市長が指定するものを除く。 

（多量排出事業者が行う減量計画の作成） 

第１３条 条例第２３条第２項の規定による減量に関する計画の作成は、年度ごとに行うものとする。 

２ 条例第２３条第２項の規定による減量に関する計画書の提出は、事業系一般廃棄物減量計画書（別

記第３号様式）により、毎年５月３１日までに行わなければならない。 

（公表の方法） 

第１４条 条例第２５条第１項の規定による公表は、流山市広報への掲載その他の方法により行うも

のとする。 

（手数料等の徴収方法） 

第１５条 条例第２７条第１項に規定する一般廃棄物処理手数料のうちし尿に係る手数料（以下「し

尿処理手数料」という。）は、し尿処理手数料納入通知書兼領収書（別記第４号様式）及びし尿処理

手数料口座振替納入通知書兼領収書（別記第４号様式の２）により徴収する。 

２ し尿処理手数料のうち月額で定める手数料の徴収の対象となる期間は、第８条に規定する開始の

申請のあった日の属する月から取消しの申請のあった日の属する月までとする。 

３ し尿処理手数料の納期限は、次に定めるところによる。ただし、各期に定める納期限の日が土曜

日、日曜日又は休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をい

う。以下同じ。）に当たる場合にあっては、その日後において最も近い土曜日、日曜日又は休日でな

い日とする。 

納期の区分 納期限 

第１期（３月１日から５月３１日まで） ６月３０日 

第２期（６月１日から８月３１日まで） ９月３０日 

第３期（９月１日から１１月３０日まで） １２月２８日 

第４期（１２月１日から２月末日まで） ３月３１日 

４ 条例第２７条第１項に規定する一般廃棄物処理手数料のうち粗大ごみを市が収集し、運搬し、及

び処分するときに係る手数料（以下「粗大ごみ処理手数料」という。）は、粗大ごみ処理手数料納付

書兼領収書（別記第４号様式の３）により徴収する。 
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５ し尿処理手数料及び粗大ごみ処理手数料以外の一般廃棄物処理手数料、条例第２９条に規定する

産業廃棄物処理費用及び条例第３２条に規定する許可申請手数料は、市長の発行する納入通知書に

より徴収する。ただし、納入通知書により難い場合は、この限りでない。 

（手数料の減免） 

第１６条 条例第２７条第２項の規定により市長が手数料を減免することができる者並びにその免除

及び減額割合は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 天災を受けた者 免除 

（２） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受けている者 免除 

（３） その他市長が特別の理由があると認める者 減額（１割以上１０割以内） 

（減免申請手続） 

第１７条 条例第２７条第２項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手

数料減免申請書（別記第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、減額又は免除の可

否を決定し、その旨を一般廃棄物処理手数料減免決定（申請却下）通知書（別記第６号様式）によ

り当該申請に係る者に通知するものとする。 

（許可申請書） 

第１８条 条例第３０条第１項及び第２項に規定する規則で定める申請書は、次の表に掲げるとおり

とする。 

申請者 申請書 

一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 一般廃棄物収集運搬業許可（許可更新）申請書

（別記第７号様式） 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようと

する者 

一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 一般廃棄物処分業許可（許可更新）申請書（別記

第８号様式） 一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする

者 

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事

業の範囲の変更の許可を受けようとする者 

一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書（別

記第９号様式） 

浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 浄化槽清掃業許可申請書（別記第１０号様式） 

（許可証） 

第１９条 条例第３１条第１項の規定により市長が交付する許可証は、次の表に掲げるとおりとする。 

区分 許可証 

一般廃棄物収集運搬業の許可及び許可の更新 一般廃棄物収集運搬業許可証（別記第１１号様

式） 

一般廃棄物処分業の許可及び許可の更新 一般廃棄物処分業許可証（別記第１２号様式） 

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事

業の範囲の変更の許可 

一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証（別記第

１３号様式） 

浄化槽清掃業の許可 浄化槽清掃業許可証（別記第１４号様式） 

２ 条例第３１条第２項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書（別

記第１５号様式）を市長に提出しなければならない。 

（変更等の届出） 

第２０条 法第７条の２第３項に規定する住所その他環境省令で定める事項を変更したときの市長へ

の届出は、許可申請事項変更届出書（別記第１６号様式）により行うものとする。 

２ 法第７条の２第３項に規定する事業の全部又は一部を廃止したときの市長への届出は、事業廃止

届出書（別記第１７号様式）により行うものとする。 

（許可の取消し等） 



- 52 - 

 

第２１条 市長は、法第７条の３又は浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第４１条第２項の規定に

より許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書（別記第１

８号様式）又は業務停止命令書（別記第１９号様式）により行うものとする。 

（許可証の返納） 

第２２条 条例第３１条第１項の規定により許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当

するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。 

（１） 許可証の有効期間が満了したとき。 

（２） 許可を受けた事業の全部を廃止したとき。 

（３） 許可を取り消されたとき。 

（実績の報告） 

第２３条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に

関する前月の業務の実績について一般廃棄物処理実績報告書（別記第２０号様式）、一般廃棄物（浄

化槽汚泥）処理実績報告書（別記第２１号様式）又は一般廃棄物処分実績報告書（別記第２２号様

式）により、毎月１０日までに市長に報告しなければならない。 

（身分証明証） 

第２４条 法第１９条第３項及び浄化槽法第５３条第３項に規定する身分を示す証明書は、身分証明

証（別記第２３号様式）とする。 

２ 条例第２０条第２項に規定する身分を示す証明書は、身分証明証（別記第２４号様式）とする。 

（補則） 

第２５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

附 則（平成２６年３月３１日規則第１２号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
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○流山市廃棄物処理施設整備等基金条例 

平成4年3月25日 

条例第20号 

(設置の目的) 

第1条 ごみ処理施設、し尿処理施設、粗大ごみ処理施設及び廃棄物再生利用総合施設(以下「廃棄

物処理施設」という。)の新設、改築、修繕等(以下「整備等」という。)に必要な資金を積み

立てるため、流山市廃棄物処理施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。 

(積立て) 

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に定める額とする。 

(1) 市の積立金額 

(2) 基金への積立てが指定された寄附金額 

(3) 基金の運用から生ずる収益 

(管理) 

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけ

ればならない。 

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

(運用益金の処理) 

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するも

のとする。 

(繰替運用) 

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて

基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

(処分) 

第6条 基金は、廃棄物処理施設の整備等に必要な財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予

算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。 

(委任) 

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成4年4月1日から施行する。 

附 則(平成29年10月10日条例第22号) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の流山市廃棄物処理施設建設基金条例の規定に

より積み立てられた現金は、この条例による改正後の流山市廃棄物処理施設整備等基金条例に規

定する基金に属する現金とみなす。 
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○流山市集団回収に関する規則 

平成21年３月31日 

規則第21号 

改正 平成24年12月28日規則第47号 

平成27年３月31日規則第24号 

令和３年３月22日規則第17号 

（目的） 

第１条 この規則は、市民が自主的に行う集団回収について、その活動を行う団体及び再生資

源物収集業者その他必要な事項を定め、廃棄物の減量化及び資源化を促進し、循環型社会の

形成を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、次項に定めるものを除き、流山市廃棄物の減量及

び適正処理等に関する条例（平成６年流山市条例第12号。以下「条例」という。）において

使用する用語の例による。 

２ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 再生資源物 再生が可能な資源物のうち、次に定めるものをいう。 

ア 新聞、雑誌、ダンボール等の紙類 

イ 空かん、鉄くず、銅くず等の金属類 

ウ 酒ビン、ビールビン等のビン類 

エ 衣類、布切れ等の布類 

(2) リサイクル団体 集団回収を行っている公共的団体をいう。 

(3) 再生資源物収集運搬業者 再生資源物を収集し、及び運搬することを業とする者であ

り、第８条第２項の規定により登録を受けたものをいう。 

（リサイクル団体の登録） 

第３条 集団回収を実施し、この規則に定める支援を受けようとする公共的団体は、流山市集

団回収実施登録申請書（別記第１号様式）により、市長に申請するとともに、回収場所を市

長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定し、その

代表者に流山市集団回収実施登録決定（申請却下）通知書（別記第２号様式）を交付する。 

３ 登録を受けたリサイクル団体は、第１項の申請書の記載事項に変更があった場合は、流山

市集団回収実施登録変更届出書（別記第３号様式）を市長に届け出なければならない。 

４ 第１項の規定による届出及び第２項の規定による可の決定は、条例第２条第２項第６号の

規則で定めるところによる届出及び登録とする。 

５ 登録を受けたリサイクル団体は、その活動を休止し、中止し、又は再開するときは、あら

かじめ流山市集団回収（休止・中止・再開）届出書（別記第４号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（リサイクル団体の責務） 

第４条 リサイクル団体は、再生資源物の再利用を図ることにより、家庭廃棄物の減量に努め

なければならない。 

（報償金の支給） 

第５条 市長は、リサイクル団体が集団回収によって回収した再生資源物の量を確認し、予算

の範囲内でリサイクル団体に報償金を支給する。 

２ 報償金の支給は、市の計量所の月報と再生資源物収集運搬業者が作成する再生資源物収集

運搬状況報告書（別記第５号様式）及びリサイクル団体が、自ら回収した再生資源物の種類

及び数量等について確認したことが明らかである書類の再生資源物の量を突合し、その回収
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実績に応じてその額を決定する。 

３ リサイクル団体に支給する報償金の額は、集団回収によって回収した再生資源物１キログ

ラムにつき８円とする。 

４ 報償金は、４月から６月までの回収分については８月末までに、７月から９月までの回収

分については11月末までに、10月から12月までの回収分については２月末までに、１月から

３月までの回収分については５月末までに支給する。 

（看板及び回収袋の支給等） 

第６条 集団回収を支援するため、リサイクル団体に対し、必要に応じて看板（別記第６号様

式及び第７号様式）及び予算の範囲内で回収袋の支給を行う。 

２ リサイクル団体は、前項の規定により支給を受けた看板をその集団回収の回収場所に設置

しなければならない。 

３ 看板の支給を受けようとするリサイクル団体は、市長に申し込むものとする。 

４ 回収袋の支給を受けようとするリサイクル団体は、契約する再生資源物収集運搬業者を通

じて、市長に申し込むものとする。 

（リサイクル団体の登録の取消し） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第３条第２項の規定によるリサイク

ル団体の登録を取り消すことができる。 

(1) リサイクル団体が解散し、又は集団回収を廃止したと認められるとき。 

(2) リサイクル団体が虚偽の報告その他不正な手段により報償金の支給を受けたとき。 

２ 市長は、前項第２号の規定によりリサイクル団体の登録の取消しを行った場合において、

返還を相当と認める報償金があるときは、当該団体の代表者に対し、期限を定めてその返還

を命じるものとする。 

（再生資源物収集運搬業者の登録） 

第８条 再生資源物収集運搬業者の登録を受けようとする者は、流山市再生資源物収集運搬業

者登録申請書（別記第８号様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければなら

ない。 

(1) 前年度の事業の収支決算書又は所得税若しくは法人税の申告書の写し 

(2) 法人の場合にあっては、会社の登記事項証明書及び定款 

(3) 古物営業法（昭和24年法律第108号）第５条第２項の許可証の写し 

(4) 再生資源物の収集・運搬に使用する車両の一覧表 

(5) 前号の一覧表に記載された車両のカラー写真 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに登録の可否を決定し、当該申請

者に流山市再生資源物収集運搬業者登録決定（申請却下）通知書（別記第９号様式）を交付

する。 

３ 市長は、前項の規定により登録を決定したときは、同項の再生資源物収集運搬業者につい

て、次の各号に掲げる事項及びその他必要な事項を流山市再生資源物収集運搬業者登録台帳

（別記第10号様式）に登録するものとする。 

(1) 法人等の名称及び所在地、電話番号 

(2) 代表者の氏名及び住所、電話番号 

(3) 登録年月日 

４ 第２項の規定により登録を受けた再生資源物収集運搬業者は、その業を廃止し、又は登録

を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ流山市再生資源物収集運搬業者登録事

項廃止（変更）届出書（別記第11号様式）を市長に届け出なければならない。 

（再生資源物収集運搬業者の責務） 

第９条 再生資源物収集運搬業者は、リサイクル団体から収集した再生資源物を適切に処理す

ることにより、再利用に寄与しなければならない。 
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（奨励金の交付） 

第10条 市長は、再生資源物収集運搬業者がリサイクル団体から収集した再生資源物の量を確

認し、予算の範囲内で再生資源物収集運搬業者に奨励金を交付する。 

２ 前項のリサイクル団体から収集した量の算定は、市の計量所の月報と再生資源物収集運搬

業者が作成する再生資源物収集運搬状況報告書及びリサイクル団体が、自ら回収した再生資

源物の種類及び数量等について確認したことが明らかである書類により、再生資源物の量を

突合し、その収集及び運搬の実績に応じてその額を決定する。 

（奨励金の額） 

第11条 奨励金の額は、再生資源物収集運搬業者が契約するリサイクル団体から収集し、及び

運搬した再生資源物ごとの重量及び市長が定める単価に基づき算定した額（１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 奨励金は、４月から６月までの収集運搬分については８月末までに、７月から９月までの

収集運搬分については11月末までに、10月から12月までの収集運搬分については２月末まで

に、１月から３月までの収集運搬分については５月末までに交付する。 

３ 第１項の市長が定める単価は、再生資源物の市場価格の変動等により見直すことができる

ものとする。 

（奨励金の申請） 

第12条 奨励金の交付の申請をしようとする者は、流山市再生資源物収集運搬事業奨励金交付

申請書（別記第12号様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 再生資源物収集運搬状況報告書 

(2) リサイクル団体が、自ら回収した再生資源物の種類及び数量等について確認したことが

明らかである書類 

(3) その他市長が必要と認めるもの 

２ 前項に規定する申請は、４月から６月までの収集運搬分については７月10日までに、７月

から９月までの収集運搬分については10月10日までに、10月から12月までの収集運搬分につ

いては１月10日までに、１月から３月までの収集運搬分については３月31日までに行わなけ

ればならない。 

（交付決定の通知） 

第13条 市長は、前条第１項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その可否

を決定し、流山市再生資源物収集運搬事業奨励金交付決定（申請却下）通知書（別記第13号

様式）により申請者に通知するものとする。 

（交付の請求） 

第14条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、流山市再生資源物収集運搬事業奨励金交

付請求書（別記第14号様式）により奨励金を市長に請求するものとする。 

（再生資源物収集運搬業者の登録取消し） 

第15条 市長は、再生資源物収集運搬業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第８条第

２項の規定による再生資源物収集運搬業者の登録を取り消すことができる。 

(1) 虚偽の報告その他不正な手段により登録又は奨励金の交付を受けたとき。 

(2) 再生資源物の収集及び運搬に際し、関係法令に違反したことにより、市長が再生資源物

収集運搬業者としてふさわしくないと判断したとき。 

２ 前項に規定する登録の取消しは、流山市再生資源物収集運搬業者登録取消通知書（別記

第15号様式）により行うものとする。 

３ 市長は、第１項第１号の規定により登録を取り消した場合において、返還を相当と認める

奨励金があるときは、当該取消しを受けた再生資源物収集運搬業者の代表者に対し、期限を

定めてその返還を命じるものとする。 

４ 市長は、第１項の規定により登録を取り消した再生資源物収集運搬業者に対し、期限を定
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めて登録決定通知書等の返還を命じるものとする。 

５ 前２項の命令は、第２項の通知書の交付と併せて行うことができる。 

６ 市長は、第１項の規定により再生資源物収集運搬業者の登録を取り消したときは、関係す

るリサイクル団体に通知するものとする。 

（必要書類の請求） 

第16条 市長は、必要と認めるときは、再生資源物収集運搬業者に対して、経営状況及びその

他必要な事項について報告を求めることができる。 

（補則） 

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年12月28日規則第47号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年３月31日規則第24号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の流山市集団回収に関する規則第11条第１項の規定は、この告示の

施行の日以降に回収した再生資源物に係る奨励金について適用し、同日前に回収した再生資

源物に係る奨励金については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月22日規則第17号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の流山市集団回収に関する規則（以下「改正後の規則」という。）

の規定は、令和３年１月１日以降に収集した再生資源物に係る奨励金について適用し、同日

前に収集した再生資源物に係る奨励金については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の規則第11条第１項の規定に基づき算定された奨励金の

額（令和３年１月から３月までの収集運搬分に限る。）が、改正前の流山市集団回収に関す

る規則（以下「改正前の規則」という。）第11条第１項の規定に基づき算定された奨励金の

額（令和３年１月から３月までの収集運搬分に限る。以下「改正前奨励金額」という。）を

下回るときは、改正前奨励金額を奨励金の額とする。 

 

別記（様式省略） 
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○流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関する条例 

平成 15 年３月 28 日 

条例第 10 号 

改正 令和元年７月 19 日条例第３号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第１項の規定により、リ

サイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市は、一般廃棄物の減量及び資源化の啓発並びに市民のリサイクル活動の推進を図り、循

環型社会の形成に資するため、リサイクルプラザ・プラザ館（以下「プラザ館」という。）

を設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 プラザ館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

流山市リサイクルプラザ・プラザ館 流山市下花輪 191 番地 

（事業） 

第４条 プラザ館は、次に掲げる事業を行う。 

(1) リサイクルに関する学習又は活動の場の提供に関すること。 

(2) 一般廃棄物の減量、資源化及び処理に関する情報の収集並びに提供に関すること。 

(3) 一般廃棄物の再利用品の展示及び提供に関すること。 

(4) 一般廃棄物の減量、資源化及び処理に関する講座又は研修会等の開催に関すること。 

(5) その他プラザ館の設置目的を達成するために必要な事業 

（使用者の資格） 

第５条 プラザ館の研修室及び工芸室（以下「研修室等」という。）を使用することができる者は、

次の各号のいずれかに該当する者及びその団体とする。 

(1) 本市に住所を有する者 

(2) 本市に所在する事業所に勤務する者 

(3) 本市に所在する学校に通学する者 

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に認めるもの 

（使用の許可） 

第６条 研修室等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、プラザ館の管理上必要な条件を付することができる。 

（使用の制限） 

第７条 市長は、研修室等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使

用を許可しないものとする。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(2) プラザ館の設置の目的に反すると認められるとき。 

(3) プラザ館の施設又は設備を破損するおそれがあるとき。 

(4) 前各号に定めるもののほか、プラザ館の管理上支障があるとき。 

（使用許可の取消し等） 

第８条 市長は、第６条の規定により使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）の使用が、

次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用の全部若しくは

一部を禁止することができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(2) 第６条第２項の規定による使用の許可の条件に違反したとき。 

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。 
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(4) 前各号に定めるもののほか、プラザ館の管理上支障があるとき。 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、公用又は公益上その他やむを得ない理由があるときは、第

６条第１項の許可を取り消すことができる。 

（使用料） 

第９条 使用者は、別表に定めるところにより算出した額の合計額（当該額に 10 円未満の端数が

あるときは、当該端数を切り捨てた額）の使用料を第６条第１項の規定により許可を受けた

使用期日（以下「使用期日」という。）までに納入しなければならない。 

（使用料の減免） 

第 10 条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を

減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第 11 条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者が次の各号のいずれかに該当するときには、

使用料の全部又は一部を還付することができる。 

(1) 天災地変その他使用者の責めによらない事由により使用できなかったとき。 

(2) 使用期日の７日前までに使用の許可の取消しを申し出たとき。 

（目的外使用の禁止） 

第 12 条 使用者は、許可を受けた目的以外に研修室等を使用してはならない。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第 13 条 使用者は、許可を受けた研修室等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（原状回復義務） 

第 14 条 使用者は、研修室等の使用を終了したとき又は第８条の規定により研修室等の使用の許

可を取り消されたときは、直ちに研修室等を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償） 

第 15 条 故意又は過失によりプラザ館を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を

賠償しなければならない。 

（販売行為等の禁止） 

第 16 条 プラザ館及びその敷地内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはなら

ない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。 

（委任） 

第 17 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 15 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 17 年９月 30 日条例第 25 号） 

この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 20 年３月 24 日条例第 21 号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 20 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関する条例の規

定は、平成 20 年 10 月１日以後の研修室等の使用について適用し、同日前の研修室等の使用

については、なお従前の例による。 

附 則（平成 25 年 12 月 20 日条例第 42 号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 26 年４月１日から施行する。 

（流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関する条例の一部改正に係る経過措置） 

19 この条例による改正後の流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関する条例第９
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条第１項及び別表の規定は、施行日以後の研修室等及び附属設備の使用に係る同日以後に

納付される使用料について適用し、同日前の研修室等及び附属設備の使用に係る使用料並

びに同日以後の研修室等及び附属設備の使用に係る同日前に納付される使用料については、

なお従前の例による。 

（納入通知書による納付に関する経過措置） 

23 附則第２項（使用料に係る部分に限る。）、第９項、第 11 項、第 17 項及び第 19 項の規定にか

かわらず、市長又は水道事業管理者の発する納入通知書により使用料、手数料、処理費用、

納付金又は占用料を納付する場合は、附則第２項、第９項、第 11 項、第 17 項及び第 19 項

の規定中「納付される」とあるのは「納入通知書を発する」と読み替えて適用するものとす

る。 

附 則（令和元年７月 19 日条例第３号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年 10 月１日から施行する。 

（流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関する条例の一部改正に係る経過措置） 

35 この条例による改正後の流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関する条例（次

項において「改正後の条例」という。）別表の規定は、施行日以後の研修室等及び附属設備

の使用に係る使用料について適用し、同日前の研修室等及び附属設備の使用に係る使用料

については、なお従前の例による。 

36 施行日以後の研修室等及び附属設備の使用に係る納入の通知のうち、公布日から施行日の前日

までの間に行われたものは、施行日以後に行われたものとみなし、当該納入の通知に係る使

用料は、改正後の条例に規定する使用料とするものとする。この場合において、当該納入の

通知による納入が、公布日から施行日の前日までの間に行われたときは、当該納入は、施行

日から研修室等及び附属設備の使用の日前までの間に行われたものとみなす。 

別表（第９条関係） 

リサイクルプラザ・プラザ館使用料金表 

１ 施設使用料 

区分 1 時間当たり 

研修室 1 261 円 

研修室 2 261 円 

研修室 3 261 円 

工芸室 1 313 円 

工芸室 2 156 円 

２ 附属設備使用料（研修室１を使用する場合に限る。） 

マイクロフォン 1 本 103 円 

プロジェクター 1 台 103 円 

ビジュアルプレゼンター 1 台 103 円 

DVD・ビデオプレーヤー 1 台 103 円 

 



- 61 - 

 

○流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関する条例施行規則 

平成１５年３月２８日 

規則第５号 

改正 平成１５年９月２９日規則第３８号 

平成１６年１０月１日規則第４１号 

平成２０年３月３１日規則第１８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関する条例（平成１５年

流山市条例第１０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間） 

第２条 流山市リサイクルプラザ・プラザ館（以下「プラザ館」という。）の開館時間は、午前９時か

ら午後５時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができ

る。 

（休館日） 

第３条 プラザ館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、

臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。 

（１） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（２） １月２日及び同月３日並びに１２月２９日から同月３１日までの日 

（使用許可の申請） 

第４条 条例第６条第１項の規定により、プラザ館の研修室及び工芸室（以下「研修室等」という。）

の使用の許可を受けようとする者は、流山市リサイクルプラザ・プラザ館使用許可申請書（別記第

１号様式）により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請をしようとする者で使用に係る抽選に参加しようとする者は、使用する日

（以下「使用日」という。）の属する月の３月前の月の初日から１０日までの間に、当該使用に係る

抽選の申込みを行わなければならない。 

３ 前項の規定により抽選の申込みをした者のうち、使用日の属する月の３月前の月の１１日に行う

抽選に当選した者は、当該使用日の属する月の３月前の月の１２日から２１日までの間に、第１項

の規定による申請をしなければならない。この場合において、当該期間内に申請をしなかった場合

は、その者の当選は無効とする。 

４ 前２項の規定による場合のほか、施設を使用しようとする者は、使用日の属する月の３月前の月

の２３日から当該使用日までの間に、第１項の規定による申請をしなければならない。 

５ 前３項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、第２項に規定する日前であっても

申請をすることができる。 

６ 前４項に規定する申請は、公共施設予約システム（流山市公共施設予約システムの利用等に関す

る規則（平成１６年流山市規則第３６号）第２条第２号に規定するシステムをいう。以下同じ。）を

利用する方法により行うことができる。 

（使用の許可） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、研修室等の使

用の可否を決定し、流山市リサイクルプラザ・プラザ館使用許可（申請却下）書（別記第２号様式）

を当該申請に係る者に交付するものとする。 

２ 前条第６項に規定する方法により申請を行う場合の許可は、公共施設予約システムを利用してそ

の旨を当該申請に係る者に表示することにより、当該許可書の交付に替えることができる。 

（使用許可の順序） 

第６条 使用許可の順序は、申請の順序によりこれを行い、同時に申請があったときは、協議又は抽

選により決めるものとする。 

（使用許可の条件） 
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第７条 条例第６条第２項の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。 

（１） あらかじめ指定された所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。 

（２） 建物その他の物件をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。 

（３） 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。 

（４） 所定の場所に備え付けた物件を許可なく使用し、又は移転しないこと。 

（５） プラザ館の管理上不適当と認められる行為をしないこと。 

（使用の変更等） 

第８条 研修室等の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が、その使用を取り消し、又は

変更しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の場合において、使用許可の変更は、他の使用に支障の生じない場合に限り許可するものと

する。 

（使用許可の取消し等） 

第９条 市長は、条例第８条の規定により研修室等の使用の許可を取り消し、又はその使用の全部若

しくは一部を禁止したときは、流山市リサイクルプラザ・プラザ館使用許可取消（使用禁止）通知

書（別記第３号様式）により使用者に通知するものとする。 

（使用料の減免） 

第１０条 条例第１０条の規定により使用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとす

る。 

（１） 市又はその機関が主催者として研修室等を使用する場合 

（２） 条例第２条に規定するプラザ館の設置目的の達成に資するものと認められる活動のために

自主的な団体及び個人が使用する場合 

（３） 前２号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 

２ 条例第１０条の規定により使用料を減額することができる場合及びその割合は、次に掲げるとお

りとする。 

（１） 市又はその機関が共催者として研修室等を使用する場合 ５割 

（２） 高校生（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する中等教育学校、特別支

援学校及び高等専門学校に通学する者を含む。）及び中学生以下の者並びに高齢者（６５歳以上

の者をいう。以下この条において同じ。）及び障害者が構成員の過半数を占める市内の団体が研

修室等を使用する場合 ５割 

（３） 市内に存する学校教育法第１条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育

学校、特別支援学校及び高等専門学校に通学する者が研修室等を使用する場合 ５割 

（４） 高齢者又は障害者が研修室等を使用する場合 ５割 

（５） 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める割合 

３ 前項第２号及び第４号の障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１） 知事が交付する療育手帳の交付を受けた者及び知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７

号）第１２条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

１２条第１項に規定する児童相談所において、障害の程度が重度、中度又は軽度のいずれかに判

定された者 

（２） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により、身体障害

者手帳の交付を受けた者であって、当該身体障害者手帳に掲げる身体障害者等級表の級別が１級、

２級又は３級のもの 

（３） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２項

の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、当該精神障害者保健福祉手

帳に掲げる障害等級が１級、２級又は３級のもの 

（研修室等の使用を取りやめる場合の使用料の納入） 

第１１条 使用者は、使用者の責めによる事由により許可を受けた研修室等の使用を取りやめた場合
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において、条例第９条第１項の使用期日の７日前までに許可の取消しの申出を行わないときは、当

該許可を受けた研修室等に係る使用料を納付しなければならない。 

（職員の立入り） 

第１２条 使用者は、関係職員がプラザ館の管理運営上の必要のため、使用中の研修室等に立ち入る

ことを拒んではならない。 

（使用後の点検） 

第１３条 使用者は、研修室等の使用を終了したときは、関係職員にその旨を告げ、点検を受けなけ

ればならない。 

（委任） 

第１４条 この規則に定めるもののほかプラザ館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年９月２９日規則第３８号） 

この規則は、平成１５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１０月１日規則第４１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により調製された申請書その他の書類が

残存している場合は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成２０年３月３１日規則第１８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関する条例施行規

則の規定は、平成２０年１０月１日以後の研修室等の使用に係る使用料について適用し、同日前

の研修室等の使用については、なお従前の例による。 

別記 様式省略 
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○流山市リサイクル推進店制度実施要綱 

平成19年１月12日 

告示第６号 

（目的） 

第１条 この要綱は、ごみの減量及び資源化に積極的に取り組んでいる店舗を流山市リサイク

ル推進店（以下「推進店」という。）として認定し、広く市民に周知することにより、循環型

社会の形成に向けた取組を推進することを目的とする。 

（認定要件） 

第２条 推進店の認定は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす店舗に対して行うものと

する。 

(１) 次に掲げるもののいずれかを店頭回収し、自らのルートにより資源化している店舗 

ア 紙パック 

イ 新聞及び雑誌 

ウ プラスチックトレイ 

エ 空き缶 

オ 空き瓶 

カ ペットボトル 

(２) その他ごみの減量及び資源化に係る取組を積極的に行っていると市長が認める店舗 

（申請） 

第３条 推進店の認定を受けようとする者は、流山市リサイクル推進店認定申請書（別記第１

号様式）により、市長に申請しなければならない。 

（認定等） 

第４条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第２条に規定す

る認定要件（以下「認定要件」という。）を満たしていると認めるときは推進店として認定

し、流山市リサイクル推進店認定証（別記第２号様式。以下「認定証」という。）を当該申請

者に交付するものとする。ただし、市長は、当該申請者が認定要件を満たしている場合であっ

ても、ごみの減量及び資源化を進める上で適切でない行いをしていると認められるときは、推

進店の認定をしないことができる。 

２ 前項の規定による認定の有効期間は、認定した日の翌日から起算して２年とする。 

３ 前条及び前２項の規定は、推進店の認定の更新手続について準用する。 

（推進店の役割） 

第５条 推進店は、前条第１項の規定により交付を受けた認定証を店舗の見やすい場所に掲示

するものとする。 

２ 推進店は、認定を受けた要件以外にもごみの減量及び資源化に積極的に取り組むものとす

る。 

３ 推進店は、市が実施するごみの減量及び資源化の施策、調査等に協力するものとする。 

４ 推進店の愛称は、ケロクル推進店とする。 

（市の役割） 

第６条 市長は、推進店について広く市民に周知すること等により、その利用の推進を図るも

のとする。 

（変更の届出） 

第７条 推進店は、第３条（第４条第３項において準用する場合を含む。）の規定による申請

内容に変更があった場合は、流山市リサイクル推進店変更届（別記第３号様式）により速やか

に市長に届け出なければならない。 

（認定の取消し） 

第８条 市長は、推進店が認定要件に適合しないと認められるとき又はごみの減量及び資源化
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を進める上で適切でない行いをしたと認められるときは、推進店の認定を取り消すことができ

る。 

２ 市長は、前項の規定により推進店の認定を取り消したときは、流山市リサイクル推進店認

定取消通知書（別記第４号様式）により推進店であった者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けた者は、認定証を直ちに市長に返還しなければならない。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成19年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第３条の規定による申請に係る手続その他この告示を施行するために必要な準備行為は、

この告示の施行前においても行うことができる。 

別記 様式省略 
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〇流山市生ごみ肥料化処理器購入補助金交付規則 

令和４年３月31日 

規則第21号 

（目的） 

第１条 この規則は、生ごみ肥料化処理容器又は生ごみ処理機器（以下「処理器」という。）

を購入した者に対し、予算の範囲内において、処理器の購入に要した費用の一部を補助する

ことにより、生ごみの減量化及び再資源化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、「生ごみ肥料化処理容器」とは、微生物又は小動物の活動を利用

して、投入された生ごみ等が分解されることにより、当該生ごみを減量し、かつ、肥料化す

ることを目的として製造された容器又はこれに類するもので市長が認めたものをいう。 

２ この規則において、「生ごみ処理機器」とは、生ごみを機械等を利用して処理し、減量化

又は肥料化することが可能な機器又はこれに類するもので市長が認めたものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、自らの家庭から生じる生ごみ等を処理するため、処理器を購

入し、これを市内に設置した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 市内に住所を有し、かつ、居住していること。 

(２) 市税を完納していること。 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、処理器の購入費用（処理器の本体価格（消費税及び地方消費税を含

む。）とし、配送料、修理保証等に係る費用を除く。）とする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に２分の１を乗じて得た額（その額に100円未

満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）とする。ただし、生ごみ肥料化処理容器に

あっては１器当たり6,000円を、生ごみ処理機器にあっては１器当たり30,000円を限度とす

る。 

２ 補助金は、生ごみ肥料化処理容器にあっては１世帯当たり１年につき１器を、生ごみ処理

機器にあっては１世帯当たり３年につき１器を限度として交付する。 

（申請等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、処理器を購入した

日から起算して１年以内に、流山市生ごみ肥料化処理器購入補助金交付申請書兼請求書（別

記第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 住民票の写し 

(２) 市税を完納していることを証する書類 

(３) 処理器の領収書（宛名が記載されているものに限る。） 

(４) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項第１号又は第２号の規定により証明すべき事実を本人の同意により公簿等に

よって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。 

（決定の通知） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、

速やかに交付の可否を決定し、流山市生ごみ肥料化処理器購入補助金交付決定（申請却下）

通知書（別記第２号様式）により申請者に対し通知を行うものとする。 

（支払） 

第８条 市長は、前条の規定により交付の決定の通知を行った後、第６条の申請書兼請求書に

基づき、速やかに申請者が指定した金融機関の口座に、補助金を振り込むものとする。 

（交付決定の取消し等） 



- 67 - 

 

第９条 市長は、偽りその他不正の手段により交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者

があるときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させる

ことができる。 

（委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別記 様式省略 
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○流山市指定ごみ袋紙おむつ使用世帯支援事業実施規則 

令和４年３月31日 

規則第20号 

（目的） 

第１条 この規則は、紙おむつはその使用目的等の性質上、ごみの排出量の減量化が困難であ

り、紙おむつを使用する世帯はこれを使用しない世帯に比してごみの排出量が多くなること

に鑑み、乳幼児、要介護者、障害者その他の紙おむつを日常的に使用しなければならない者

が属する世帯に対して指定ごみ袋を支給することにより、指定ごみ袋の導入による当該世帯

の経済的負担を軽減し、その生活を支援することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「指定ごみ袋」とは、市長が別に定める基準を満たすごみ袋であっ

て、このことについて市長が認定しているもの（燃やすごみの排出に使用するものに限

る。）をいう。 

（支給対象） 

第３条 指定ごみ袋の支給対象は、本市の住民基本台帳に記録されている者（本市に居住はし

ているが、やむを得ない理由により本市の住民基本台帳に記録されていない者で市長が認め

るもの（以下「特例対象者」という。）を含む。）であって、第１号に掲げるものが属する

世帯及び第２号に掲げるものとする。 

(１) 満３歳未満の乳幼児（以下「乳幼児」という。） 

(２) 介護保険法（平成９年法律第123号）による要介護認定に係る要介護状態区分が要介護

認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成11年厚生省令第

58号）第１条第１項第３号から第５号までに掲げる要介護状態区分である者又は障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第４条第１項に規

定する障害者若しくは児童福祉法（昭和22年法律第164号）第４条第２項に規定する障害児で

あって、紙おむつを日常的に使用しなければならない状態であるものその他当該者と同等の状

態であると市長が認める者（市外に所在する施設等に入所等している者及び紙おむつの排出が

事業系廃棄物（流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成６年流山市条例第12

号）第２条第２項第２号に規定する事業系廃棄物をいう。）として処理されることとなる市内

に所在する施設等に入所等している者並びに乳幼児を除く。以下「介護等対象者」という。） 

（支給する指定ごみ袋） 

第４条 支給する指定ごみ袋は、30リットルの大きさのものとし、その支給枚数は、前条の支

給対象のうち、乳幼児の属する世帯（以下「乳幼児世帯」という。）にあっては乳幼児１人

につき別表のとおり、介護等対象者にあっては１の年度につき30枚とする。 

（指定ごみ袋の支給） 

第５条 乳幼児世帯に対する指定ごみ袋の支給は、その世帯主に対して、乳幼児１人につき１

回を限度として行う。 

２ 前項の場合において、市長は、一定期間ごとに住民基本台帳の情報から乳幼児の特定（特

例対象者である乳幼児の場合は、申出等により当該乳幼児であると市長が認めることによる

特定）を行い、当該特定された乳幼児に係る指定ごみ袋を乳幼児世帯に送付するものとす

る。ただし、乳幼児が当該特定から送付までの間に第３条の要件に該当しなくなったとき

は、この限りでない。 

３ 介護等対象者に対する指定ごみ袋の支給は、１の年度につき１回を限度とし、次条に規定

する申請に対して第７条の規定により支給を可とする決定を受けた者について行う。 

（介護等対象者の申請） 

第６条 指定ごみ袋の支給を受けようとする介護等対象者（当該介護等対象者が心身の障害等

によりやむを得ない理由により自ら申請することができないときは、その親族、介護者等）
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は、流山市指定ごみ袋紙おむつ使用世帯支援申請書（別記第１号様式）に次の各号に掲げる

書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、その指定ごみ袋の支給

を受けようとする年度における申請は、当該年度中に行うものとする。 

(１) 申請をする者の身分証明書の写し 

(２) 介護等対象者の住民票の写し 

(３) 介護保険証、障害者手帳その他の第３条第２号に規定する要件に該当することが確認で

きる書類の写し 

(４) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定により証明すべき事実を本人の同意により公簿等によって確認するこ

とができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。 

（支給の決定等） 

第７条 前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定ごみ袋の支給

の可否を決定し、流山市指定ごみ袋紙おむつ使用世帯支援決定（申請却下）通知書（別記第

２号様式）によりその旨を通知するものとする。 

（委任） 

第８条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に第３条の要件を満たす乳幼児（特例対象者である者を除く。）に

対する別表の規定の適用については、同表備考の規定にかかわらず、この規則の施行の日を

同表の要件該当日とみなす。 

 

別表（第４条関係） 

乳幼児の区分 支給枚数 

要件該当日において満１歳未満の乳幼児 90枚 

要件該当日において満１歳以上満２歳未満の乳幼児 60枚 

要件該当日において満２歳以上満３歳未満の乳幼児 30枚 

備考 「要件該当日」とは、第３条の要件を満たすこととなった日（特例対象者である乳幼児

の場合は、申出等を受けて当該乳幼児であると市長が認めた日）をいう。 

 

別記 様式省略 
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２ 廃棄物関係業者名簿 

(令和 4 年 4 月 1 日現在) 

（１）委託業者 

 

 

（２）許可業者 

ア 一般廃棄物収集運搬(ごみ) 

 

 

  

区分 名称 事務所の所在地 電話番号

収集運搬 北葉実業㈱ 流山市野々下6-537-1 7148-5383

収集運搬 ㈲流山クリーンサービス 流山市西深井519-1 7155-3022

収集運搬 ㈲流山清運社 流山市谷1 7158-0821

収集運搬 江戸川清掃㈱ 流山市平方74 7153-5350

収集運搬 ㈱流山清掃事業 流山市平方110-9 7154-7330

中間処理 荏原環境プラント（株） 流山市下花輪191 7159-0550

中間処理 リ・パレット（株） 富津市新富87-2
流山事務所

7150-2880

収集運搬・中間

処理(動物死体) 流山環境保全協同組合
流山市おおたかの森西
3-744-10

7150-4012

許可番号 名称 事務所の所在地 電話番号

第1号 ㈲流山クリーンサービス 流山市西深井519-1 7155-3022

第2号 ㈱大橋 流山市おおたかの森西3-744-13 7158-1600

第3号 北葉実業㈱ 流山市野々下6-537-1 7148-7767

第4号 ㈲市川胞衣社 市川市若宮3-30-13 047-315-3840

第9号 ㈲関商店 流山市おおたかの森西3-6-9 7158-6100

第10号 ㈲クリーン・アップ 流山市南流山8-4-10 7150-3115

第11号 ㈲関紙業 流山市おおたかの森西3-6-3 7197-5351

第12号 ㈲日東サービス 流山市鰭ヶ崎1309-2 7150-1755

第13号 ㈲柏清掃 流山市平方104 7153-7142

第14号 安蒜運送㈲ 流山市東深井265 7153-2905

第15号 ㈱流山清掃事業 流山市平方110-9 7154-7330

第17号 ㈱高田産業
埼玉県南埼玉郡宮代町
川端4-13-5

0480-34-5401

第18号 エルエス工業㈱
東京都渋谷区千駄ヶ谷
3-2-8-503

03-5410-3627
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 イ 一般廃棄物収集運搬（浄化槽汚泥／浄化槽清掃） 

 

（３）再生資源物収集運搬業者 

 
 

  

登録業者 事務所の所在地 電話番号

㈱大橋 流山市おおたかの森西3-744-13 7158-1600

㈲関商店 流山市おおたかの森西3-6-9 7158-6100

㈲関紙業 流山市おおたかの森西3-6-3 7197-5351

㈲日東サービス 流山市鰭ヶ崎1309-2 7150-1755

㈱流山清掃事業 流山市平方110-9 7154-7330

江戸川清掃㈱ 流山市平方74 7153-5350

㈲流山清運社 流山市谷1 7158-0821

許可番号 許可業者 事務所の所在地 電話番号

第5号/第2号 江戸川清掃㈱ 流山市平方74 7153-5350

第6号/第1号 ㈲流山清運社 流山市谷1 7158-0821

第7号/第3号 流山市管工事協同組合 流山市加1-9-8 7159-0115

第8号/第4号 ㈲東葛清掃 流山市中163-1 7158-9991
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３ 流山市分別収集計画 

 

第１０期流山市分別収集計画 

令和４年７月４日 

１ 計画策定の意義 

物質的な豊かさをもたらした大量生産、大量消費の経済社会は、大量廃棄型の社会をもたらしま

した。 

2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（SDGs(エスディージーズ)）」は、

持続可能な世界を実現するための 17 の目標と 169 のターゲットで構成され、その中の一つとして

「2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削

減する。」という廃棄物に関係する目標は世界的にも重要視されています。 

平成 31 年 3 月に策定した流山市一般廃棄物処理基本計画は、2019 年から 10 年間を計画期間と

し、「人口が増加してもごみを増やさない」という基本コンセプトを基に、ごみ減量施策を展開

し、ごみの発生抑制や資源化の推進などを進めていくことを掲げて

います。 

流山市分別収集計画は、流山市一般廃棄物処理基本計画に基づ

き、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

（以下「法」という）」第８条を遵守し、一般廃棄物の中で相当の

割合を占める容器包装廃棄物を分別収集し、本市における容器包装

廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進し、廃

棄物の減量及び資源の有効利用を促進することで、本市が目指す循

環型社会の形成を図るものです。 

 

２ 基本的方向 

流山市は、国勢調査（2020）において、全国 792 市中、５年間、かつ５年増加率が全国トップと

なっています。当然、人口増加に伴い、容器包装廃棄物を含め、廃棄物の排出量も増加することが

予想されますが、「人口が増加してもごみを増やさない」という基本的な考え方を基に、流山市一

般廃棄物処理基本計画に掲げたごみ減量施策を展開し、ごみの発生抑制や資源化の推進などを進め

ていきます。 

 

３ 計画期間 

本計画の計画期間は令和５年４月を始期とする５年間とし、令和７年度に見直します。 

４ 対象品目 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチ－ル製容器、アルミ製容器、ガラス製容器（無色、茶

色、その他）、飲料用紙製容器、段ボ－ル製容器、ペットボトル、プラスチック製容器包装を対象

とします。 

また、プラスチック製容器包装を排出される際に使用する指定収集袋も対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

流山市 
ごみ減量資源化キャラクター 

ケ ロ ク ル 
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５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第８条第２項第１号) 

 見込み量は、令和３年度までの排出量の実績値と人口推計を基に算出しています。 

（単位：トン） 

 令和５年

度 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

容器包装廃棄物 
9,502 9,512 9,543 9,565 9,584 

 

 

 

 

内

訳 

スチール製容器 306 307 308 309 309 
アルミ製容器 476 476 478 479 480 
無色のガラス製容器 683 684 686 688 689 
茶色のガラス製容器 530 530 532 533 535 
その他のガラス製容

器 

119 119 119 119 120 

飲料用紙製容器 381 382 383 384 385 
段ボール 2,358 2,360 2,368  2,374 2,378 
ペットボトル 667 668 670 671 673 
その他のプラスチッ

ク製容器包装 

3,982 3,986 3,999 4,008 4,016 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項(法第８条第２項第２号) 

 

容器包装廃棄物の排出を抑制するため、次の方策を実施します。 

（１） 大量廃棄からの脱却とさらなる資源化 

① 発生抑制の推進 

ア 意識改革 

 ㋐ ごみ減量・資源化の啓発 

      ごみ減量・資源化のための具体的な方法について情報を発信するとともに、市民を対象

に、講演会や施設見学会、児童への環境教育、ポスターコンクール、ガレージセールなど

や廃棄物減量等推進員の協力によるごみ出前講座を実施し、「欲しい物（Wants）」から

「必要な物（Needs）」へ転換するなどの意識改革を図ります。 

 

    ㋑ プラザ館の活用（啓発） 

      小学生のクリーンセンターの社会科見学や夏休み期間中における小・中学生を対象とし

た子供向け講座を開催し、環境教育とごみ減量・資源化意識の向上に努めます。 

    ㋒ 廃棄物減量等推進員制度の有効活用 

    「流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第 8 条により、各地域から推薦され

た方を廃棄物減量等推進員に委嘱し、地域の実情に合わせたごみの減量・資源化を図りま

す。 

イ 発生抑制 

 ㋐ 事業系ごみの減量 

     事業系ごみの減量・資源化及び適正処理を図るため、多量排出事業者にごみ減量計画書

の提出を義務付づけていますが、さらに必要な指導を行います。 

    ㋑ マイバッグの利用促進 

不要なレジ袋の削減を図るため、ホームページや広報等でマイバッグの利用を呼びかけ

ます。 
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    ㋒ 民間回収ルートの活用 

事業者（リサイクル推進店含む）による資源（ペットボトル、段ボール、トレイや紙パ

ックなど）の回収について、ホームページや広報等で周知し、有効活用するよう呼びかけ

ます。 

    ㋓ 指定袋の導入 

容器包装プラスチック類の減量及びリサイクル率の向上を目指し、令和４年４月から

容器包装プラスチック用の指定ごみ袋を導入したが、これが定着するようにさらに市民に

周知し、協力を求めて行きます。 

ウ 再使用・再利用 

 ㋐ フリーマーケットの開催支援 

市が主催するガレージセールをより魅力あるものとするようにして、さ らなるごみの

減量化に努めるとともに、市民が開催するフリーマーケットの情報をホームページや広報

等で引き続き幅広く周知していきます。 

    ㋑ 環境物品等の購入の推進 

      再生品の表示（エコマーク、グリーンマーク、PET ボトル再利用品マーク等）のある製

品を市の広報等で具体的に情報提供します。 

② 資源化の推進 

ア 市民が進めるリサイクル 

 ㋐ 分別排出の徹底・分別方法の見直し 

     ごみ発生量の削減を進めるとともに、どうしても排出せざるを得ないごみについては、

分別排出を徹底し、資源化を推進するため「家庭ごみの出し方・分け方」のパンフレット

を作成するとともに、ごみ分別の負担軽減を考慮し、分別名称の変更や分別方法を見直し、

分かりやすい形で市民に情報提供できるよう「家庭ごみ収集曜日カレンダー」を全戸配布

します。 

   ㋑ 集団回収の適正支援 

     集団回収を推進するため、リサイクル団体や回収業者に対しての支援を継続して実施し

ていきます。 

イ 事業者が進めるリサイクル 

 ㋐ 事業責任によるリサイクルの促進 

事業系ごみの減量・資源化及び適正処理を図るため、多量排出事業者に ごみ減量計画

書の提出を義務付づけていますが、まだリサイクルできるものがごみに含まれていること

から、さらに事業系ごみのリサイクルを促進していきます。 

   ㋑ 職員の意識の向上 

     流山市役所もごみ排出事業者であり、排出されたごみは、分別を徹底し、資源化を進め

ます。 

ウ 市が進めるリサイクル 

 ㋐ プラスチックごみの分別徹底と再資源化 

「容器包装プラスチック類」と燃やさないごみに含まれる「その他プラスチック類」の分

別について周知徹底します。また、リサイクル館に搬入された「容器包装プラスチック類」

をさらに有効利用するため、実態に即した施設改修を行い、資源化率向上を図ります。 

 

７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分

(法第８条第２項第３号) 
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  分別収集に係る分別の区分は、下表の右欄のとおりとする。 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

－ 

（集団回収のみで対応） 

主としてアルミ製の容器 

主としてガラス製の容器 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

主として紙製の容器であって飲料を充てんするためのもの（原材料として

アルミニウムが利用されているものを除く。） 

－ 

（集団回収のみで対応） 

主として段ボール製の容器 
－ 

（集団回収のみで対応） 

主として紙製の容器包装であって上記以外のもの － 

主としてポリエチレンテレフタレート（PET）製の容器であって飲料、しょ

うゆ等を充てんするためのもの 
ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの 

プラスチック製容器包装 

※プラスチック製容器包装を収集

する際に使用する指定収集袋を含

む。 

 

８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び第２条第６項に規定す

る主務省令で定める物の量の見込み（法第８条第２項第４号） 

 

当市における特定分別基準適合物等の回収量の見込みは、以下のとおりです。 

【特定分別基準適合物の回収量の見込み】         （単位：トン） 

容器包装廃棄物の種類 令和５年度 令和６年度 令和７年

度 

令和８年

度 

令和９年度 

主としてスチール製の容器 306 307 308 309 309 
主としてアルミ製の容器 476 476 478 479 480 

無色のガラス製容

器 

合 計 683 684 686 688 689 

引渡量 - - - - - 

独自処

理量 

683 684 686 688 689 

茶色のガラス製容

器 

合 計 530 530 532 533 535 

引渡量 - - - - - 

独自処

理量 

530 530 532 533 535 

その他の色のガ

ラス製容器 

合 計 119 119 119 119 120 

引渡量 - - - - - 

独自処

理量 

119 119 119 119 120 

主として紙製の容器であって

飲料を充てんするための容器

（原材料としてアルミニウム

381 382 383 384 385 
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が利用されているものを除

く。） 

主として段ボール製の容器 2,358 2,360 2,368 2,374 2,378 

主として紙製の

容器であって上

記以外のもの 

合 計 - - - - - 

引渡量 - - - - - 

独自処

理量 

- - - - - 

主としてポリエチ
レンテレフタレー
ト（PET）製の容
器であって飲料又
はしょうゆその他
主務大臣が定める
商品を充てんする
ためのもの 

合 計 391 391 392 393 394 

引渡量 - - - - - 

独自処

理量 

391 391 392 393 394 

主としてプラスチ

ック製の容器包装

であって上記以外

のもの 

合 計 1,616 1,617 1,623 1,626 1,630 

引渡量 1,616 1,617 1,623 1,626 1,630 

独自処

理量 

- - - - - 

 
（うち

白トレ

イ） 

合 計 - - - - - 

引渡量 - - - - - 

独自処

理量 

- - - - - 

 

９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法

第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

  直近年度の分別基準適合物の収集実績に人口変動率を掛け、各品目の原単位から求める。   

  【算定式】 原単位×各年度人口×年度日数／１０⁶ 

なお、各年度の将来人口は、流山市総合計画（2020 年 3 月策定）の将来推計人口に伸び率を求め

推計した。 

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

人口(4 月 1

日) 
210,247 人 212,587 人 213,379 人 214,095 人 214,568 人 

 

 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項     (法第８条第２項第５号) 

  分別収集に係る基本的な事項は、下表のとおりです。 

容器包装廃棄物の種類 分別区分 収集・運搬段階 選別・保管等段階 

スチール製の容器 

空きびん・空き缶 住民団体による 

集団回収、公共 

施設拠点回収 

民間業者 

アルミ製の容器 

ガラス製の容器（無色） 

ガラス製の容器（茶色） 

ガラス製の容器（その他色） 

紙製の容器（飲料用） 紙パック（飲料用） 

段ボール製の容器 段ボール 

ペットボトル ペットボトル 市による定期収集 市 
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その他のプラスチック製容器包装 

プラスチック製容器包装 

※プラスチック製容器包

装を排出する際に使用す

る指定収集袋を含む。 

（委託） 

 

 

11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項 (法第８条第２項第６号) 

分別収集に係る施設の整備に関する事項は、下表のとおりとする。 

容器包装廃棄物の種類 分別区分 収集容器 収集車 中間処理 

スチール製の容器 

空きびん・空き缶 麻袋 
平ボディ 

及び 
パッカー車 

民間業者 

アルミ製の容器 

ガラス製の容器（無色） 

ガラス製の容器（茶色） 

ガラス製の容器（その他色） 

紙製の容器（飲料用） 紙パック（飲料用） 
結束 

段ボール製の容器 段ボール 

ペットボトル ペットボトル 

袋 パッカー車 
リサイクルプラザ・リ
サイクル館（選別・圧
縮） 

その他のプラスチック製容器包装 プラスチック製容器包装 

※プラスチック製容器包

装を排出する際に使用す

る指定収集袋を含む。 

 

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項         

（１）集団回収 

本市では、資源物の回収について、平成２４年度に行政回収を廃止し、再資源化に大きな役割を果

たす集団回収へ一元化し、容器包装廃棄物（空きびん・空き缶、紙パック（飲料用）、段ボール）に

ついて活動団体に対し報償金を、回収業者に対しては奨励金をそれぞれ支給しています。 
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４ 令和４年度一般廃棄物処理実施計画 

 

流山市告示第５３号 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条第１項に規定する一般廃

棄物処理計画のうち令和４年度の実施計画を定めたので、流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関す

る条例（平成６年流山市条例第１２号）第６条第３項の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年３月３１日 

流山市長  井 崎  義 治 

１ 趣旨 

  この一般廃棄物処理実施計画は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に実施する

ごみ及び生活排水（し尿及び浄化槽汚泥）の処理に関して必要な事項を定めるものとする。 

２ 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

（１）ごみ 

ア 発生量 

 

イ 処理量 

 
（２）し尿及び浄化槽汚泥 

   
（３）動物死体 

   

発生量

40,015ﾄﾝ

3,123ﾄﾝ

3,560ﾄﾝ

538ﾄﾝ

158ﾄﾝ

110ﾄﾝ

1,823ﾄﾝ

4,346ﾄﾝ

9,091ﾄﾝ

62,764ﾄﾝ

燃やすごみ

容器包装プラスチック

区分

資源物

燃やさないごみ

ペットボトル

集団回収

合計

有害危険ごみ

粗大ごみ

剪定枝・落葉及び草

合計 家庭ごみ 事業系ごみ

40,015ﾄﾝ 27,797ﾄﾝ 12,218ﾄﾝ

3,123ﾄﾝ 2,853ﾄﾝ 270ﾄﾝ

3,560ﾄﾝ 3,534ﾄﾝ 26ﾄﾝ

538ﾄﾝ 538ﾄﾝ

158ﾄﾝ 155ﾄﾝ

110ﾄﾝ 109ﾄﾝ 1ﾄﾝ

1,823ﾄﾝ 1,525ﾄﾝ 298ﾄﾝ

4,346ﾄﾝ 894ﾄﾝ 3,452ﾄﾝ

53,673ﾄﾝ 37,250ﾄﾝ 16,420ﾄﾝ合計

区分

燃やすごみ

燃やさないごみ

容器包装プラスチック

ペットボトル

有害危険ごみ

粗大ごみ

剪定枝・落葉及び草

資源物

発生量及び処理量

1,095ｷﾛﾘｯﾄﾙ

9,114ｷﾛﾘｯﾄﾙ

10,209ｷﾛﾘｯﾄﾙ

区分

し尿

浄化槽汚泥

合計

発生量及び処理量

958体動物死体

区分
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３ 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

一般廃棄物処理基本計画（平成３０年度策定）の基本方針「資源を有効に利用する循環型のまち

を目指して」に基づき、次の方策を実施し、ごみの排出抑制に努める。 

 

 

  

ごみ減量・資源化の啓発 ごみの減量・資源化の具体的な方法等について、定期的・継続
的に情報発信する。

講座 リサイクルプラザ・プラザ館を活用して、各種リサイクル講座
を実施する。

粗大ごみの修理再生 粗大ごみとして排出された家具と自転車を修理再生し、安価で
販売する。

生ごみの資源化 たい肥化だけでなく飼料化も視野に入れ、関係機関に協力を求
めていく。

ごみ出前講座
(ケロクルミーティング)

職員が地域へ出向き、市民とごみ減量・資源化に関する意見交
換を行う。

環境教育 小学生のクリーンセンター施設見学会を実施する。

廃棄物減量等推進員
(ごみ減量推進員)

各自治会から推薦された方を、地域のごみ減量リーダーとして
「ごみ減量推進員」に委嘱する。

ガレージセール 市内のフリーマーケット情報をホームページで紹介するなど、
開催への支援を行うほか、市主催のガレージセールを４回開催
する。

生ごみの水切りの推進 生ごみの水切りによるごみ減量について、広報紙に掲載するな
ど市民にＰＲを行う。

流山市指定ごみ袋の導入 ごみの減量化や、適切な分別の推進によるさらなる資源化など
の観点から、家庭から排出される燃やすごみ、容器包装プラス
チックの排出について、流山市指定ごみ袋へ移行する。

家庭ごみカレンダーの配布 分別排出の徹底及び排出日の間違いをなくすために全世帯に配
布する。

集団回収 資源物の収集は平成２４年４月から集団回収に一元化している
ので、一層の制度の周知に努める。

ごみ分別アプリの普及促進 ごみの分別や収集曜日の検索、ごみに関する市からのお知らせ
を確認できるスマートフォン向けアプリを普及促進する。

資源物の持ち去り対策 パトロール等を実施し、資源物の持ち去り防止の対策を講じ
る。

剪定枝の資源化 森のまちエコセンターに持ち込まれた剪定枝から、たい肥や
チップを生成する。

一般廃棄物減量計画書 一定規模以上の事業所に対して、ごみ減量計画書の作成及び提
出を義務付けることにより、事業系ごみの発生抑制を図る。

ごみ減量の啓発・促進 事業系一般廃棄物の減量に向け、事業系ごみの出し方パンフ
レットの見直しを図り、ホームページ等を活用して廃棄物の減
量を啓発・促進する。

アンケート 事業所に対して、ごみの出し方のアンケート調査を行うことに
より、事業系ごみの減量・資源化及び適正処理を進める。

事

業

系

ご

み

対

策

資
源
化
の
推
進

発
生
抑
制
の
推
進
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４ 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

  ※詳細については、市が作成する分別表を参照のこと。 

（１）家庭系ごみ 

ア 燃やすごみ 

イ 燃やさないごみ 

ウ 容器包装プラスチック 

エ ペットボトル 

オ 有害危険ごみ 

カ 粗大ごみ 

（２）事業系ごみ 

ア 燃やすごみ 

イ 燃やさないごみ 

ウ 粗大ごみ(可燃性) 

エ 粗大ごみ(不燃性) 

オ 剪定枝・落葉及び草 

（３）公共施設ごみ 

  ア 燃やすごみ 

  イ 燃やさないごみ 

  ウ 容器包装プラスチック 

  エ 有害危険ごみ 

  オ 資源物 

（４）し尿及び浄化槽汚泥 

（５）動物死体 

  



- 81 - 

 

５ 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

（１）収集運搬計画 

ア ごみ 

（ア）家庭系ごみ 

家庭系ごみの内、４（１）ア及びウはそれぞれの流山市指定ごみ袋、それ以外の区分は透

明または中身の確認できる透明性を有するビニール袋に分別して収集日の午前８時３０分ま

でに集積所へ排出すること。 

また、集積所への排出が原則であるが、自ら一般廃棄物処理施設（以下「施設」という。）

へ搬入することもできる。 

ただし、引越しごみ等の臨時又は多量のごみは集積所に排出することはできず、自ら施設

へ搬入するか、市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者(以下「許可業者」という。) 

に収集を依頼する。 

    
 ※括弧内は高齢者等ごみ出し支援事業の収集方法を表す。 

（イ）事業系ごみ 

事業者は廃棄物処理法及び市が定めたごみ分別に従い、自ら適正に処理をすること。自ら

処理することができない場合は、許可業者に委託すること。 

なお、自ら施設へ搬入する場合、搬入者は「事業系ごみの出し方パンフレット」に従い搬

入すること。 

 
（ウ）公共施設ごみ 

公共施設廃棄物収集業務受託業者が収集する。また、必要に応じて自ら施設へ搬入する。 

小・中学校等の給食施設がある公共施設については、燃やすごみの特別収集（営業日毎日）

を行う。 

区分 収集形態 収集回数 収集体制 

燃やすごみ 事業所別 週１～２回 委託 

燃やさないごみ 事業所別 月 1回 委託 

容器包装プラスチック 事業所別 月 2回 委託 

有害危険ごみ 事業所別 月 2回 委託 

資源物 事業所別 月 2回 委託 

 

 

区分 収集形態 収集回数 収集体制

燃やすごみ 集積所（戸別） 週２回（指定日） 委託

燃やさないごみ 集積所（戸別） 月２回（指定日） 委託

容器包装プラスチック 集積所（戸別） 週１回（指定日） 委託

ペットボトル 集積所（戸別） 月２回（指定日） 委託

有害危険ごみ 集積所（戸別） 月２回（指定日） 委託

粗大ごみ 戸別 随時 委託

区分 収集形態 収集回数 収集体制

燃やすごみ 事業所別 随時 許可業者

燃やさないごみ 事業所別 随時 許可業者

粗大ごみ（可燃性） 事業所別 随時 許可業者

粗大ごみ（不燃性） 事業所別 随時 許可業者

剪定枝・落葉及び草 事業所別 随時 許可業者
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   令和４年度の許可業者(ごみ)は、次の１３業者とする。 

    

イ し尿及び浄化槽汚泥 

 
令和４年度の許可業者(浄化槽汚泥／浄化槽清掃)は、次の４業者とする。 

 

ウ 動物死体 

 

※自ら施設へ搬入することもできる。 

エ 施設への搬入時間 

施設への搬入時間は、日曜日及び年末年始を除き、次のとおりとする。 

 

  

 株式会社流山クリーンサービス

 株式会社大橋

 北葉実業株式会社

 有限会社関商店

 有限会社クリーン・アップ

 株式会社高田産業
 ※㈱東武鉄道市内各駅構内から
　 発生する一般廃棄物のみ

 有限会社市川胞衣社
 ※胞衣のみ

 有限会社関紙業

 有限会社日東サービス

 有限会社柏清掃

 安蒜運送有限会社

 株式会社流山清掃事業

―

 エルエス工業株式会社
 ※実験用動物等の死体及び付随
　 汚物のみ

区分 収集形態 収集回数 収集体制

し尿 戸別・事業所別 おおむね月１回 委託

浄化槽汚泥 戸別・事業所別 おおむね年１回 許可業者

 江戸川清掃株式会社

 有限会社流山清運社

 流山市管工事協同組合

 有限会社東葛清掃

区分 収集形態 収集回数 収集体制

動物死体 戸別 随時 委託

午　前

午　後  １時から ４時１５分まで

８時３０分から１１時４０分まで
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（２）中間処理計画・最終処分計画 

ア ごみ 

 

イ し尿及び浄化槽汚泥 

 

ウ 動物死体 

 
 

（３）収集運搬及び処理を行わないもの 

  ア 特定家庭用機器再商品化法(平成１０年法律第９７号）の対象である機器 

特定家庭用機器廃棄物は、家電小売店に引取りを依頼するか、特定家庭用機器再商品化法第

１７条に規定する指定引取場所に自己搬入する。 

    イ 家庭用パーソナルコンピュータ 

資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）に基づきメーカー等に回収

を依頼する。 

  ウ 流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第１６条第１項各号に規定するもの     

販売業者又は専門処理業者に処理を依頼する。 

  エ 上記以外のもの 

市が作成する分別表又は市長の指示に従うこと。 

  

区分 搬入者 搬入量 施設 処理の主体 方法 資源化量等 最終処分 処分の方法

家庭系 27,797ﾄﾝ

事業系 12,218ﾄﾝ

残渣
　　　　さ

 (リサイクル館
かん

) ー 6,581ﾄﾝ

家庭系 894ﾄﾝ

事業系 3,452ﾄﾝ

家庭系 2,853ﾄﾝ

事業系 270ﾄﾝ

家庭系 3,534ﾄﾝ

事業系 26ﾄﾝ 破砕

ペットボトル 家庭系 538ﾄﾝ 選別

家庭系 109ﾄﾝ 圧縮

事業系 1ﾄﾝ 保管

家庭系 1,525ﾄﾝ

事業系 298ﾄﾝ

森のまちエコセンター
剪定枝資源化施設

直営 破砕

燃やさないごみ
(不燃ごみ)

粗大ごみ

燃やすごみ
(可燃ごみ) 流山市クリーンセンター

ごみ焼却施設
直営

一部委託
焼却

剪定枝・落葉及び草
　バイオマス利用等　1,000ﾄﾝ(委託処理)
  たい肥化　　　　　　611ﾄﾝ(直営)

炉下不燃物等 1,566ﾄﾝ(委託処理)
埋立て
（市外）

容器包装プラスチック

有害危険ごみ

流山市クリーンセンター
リサイクルプラザ・リサイクル館

包括委託

　プラスチック製容器包装 1,200ﾄﾝ　((公財)日本容器包装リサイクル協会)
　ペットボトル　　　　　　 327ﾄﾝ　(資源取扱業者)
　金属類                   832ﾄﾝ　(資源取扱業者)
　乾電池･蛍光管             57ﾄﾝ　(資源化委託)
　不燃性粗大                38ﾄﾝ　(委託処理)
　小型家電                  13ﾄﾝ　(資源取扱業者)
  処理困難物                 5ﾄﾝ  (委託処理)
　残さ　　　　　　　　　 6,581ﾄﾝ　(ごみ焼却施設)

　炉下鉄    　　 　 169ﾄﾝ(資源取扱業者)

　スラグ 　　　　 1,386ﾄﾝ(道路舗装業者等)

　溶融飛灰　　　　1,774ﾄﾝ(再利用事業者)

　紙布類     　 　　 20ﾄﾝ(資源取扱業者)

区分 施設(処理主体) 処理量 最終処分 処分の方法

し尿 森のまちエコセンター 1,095ｷﾛﾘｯﾄﾙ

浄化槽汚泥 し尿処理施設（直営） 9,114ｷﾛﾘｯﾄﾙ

方法及び量

　　ごみ焼却施設  284ﾄﾝ
　　委託処理       66ﾄﾝ

　　沈砂　　　 5ﾄﾝ　（委託処理）
　　焼却灰    2ﾄﾝ  （委託処理）

埋立て（市外）

区分 施設(処理主体) 処理量

流山市クリーンセンター

小動物焼却設備(委託)
動物死体 958体
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６ 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

（１）ごみ 

 

 

 

 

（２）し尿及び浄化槽汚泥 

 

 

（３）動物死体 

 

 

区分 概要

施設の名称 流山市クリーンセンター　ごみ焼却施設

所在地 流山市大字下花輪１９１番地

施設規模 ２０７トン／日

処理方式 ガス化溶融炉(流動床式)

区分 概要

施設の名称 流山市クリーンセンター　リサイクルプラザ・リサイクル館

所在地 流山市大字下花輪１９１番地

施設規模 ５７．１トン／日

処理方式 選別・圧縮・保管

区分 概要

施設の名称 森のまちエコセンター　剪定枝資源化施設

所在地 流山市こうのす台１５９４番地

施設規模 ３トン／日

処理方式 破砕・堆積発酵・熟成保管

区分 概要

施設の名称 森のまちエコセンター　し尿処理施設

所在地 流山市こうのす台１５９４番地

施設規模 ５６キロリットル／日

処理方式 浄化槽汚泥対応型脱窒素処理方式＋高度処理

区分 概要

施設の名称 流山市クリーンセンター　小動物焼却設備

所在地 流山市大字下花輪１９１番地

施設規模 １４０キログラム／日

処理方式 バッチ焼却式
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７ その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項 

 （１）剪定枝・落葉及び草を自己搬入する場合には、以下の基準により受入れを行っている。 

ア 剪定枝の規格 

 （ア） 長さ２メートル以下であること。 

 （イ） 太さ２０センチメートル以下であること。 

イ 剪定枝の種類 

（ア） キョウチクトウ、アセビ、イチイ、ウルシ、その他毒性を有し資源化に適さない樹

木でないこと。 

（イ） 樹木の根、腐食した樹木、その他砂や石などの混入・付着により処理施設の故障の

原因となるものでないこと。 

 

 （２）家庭から発生する資源物については、集団回収方式により回収する。 

 

 （３）水銀に関する水俣条約を担保する各種法令が、平成２９年１０月に改正されたことから、事

業活動によって排出された水銀使用製品については収集及び処理・処分方法等を法令内容に照

らし、「水銀使用製品産業廃棄物」として適正に処理されることとなった。 

ついては、本市クリーンセンターは一般廃棄物処理施設であることから、事業活動によって

排出された水銀使用製品の搬入の受け入れを行わないこととする。 

 

 （４）リチウムイオン電池を含む家電製品等については、火災防止の観点から原則的に電池を外し

本体のみ燃やさないごみで排出すること。ただし、電池の外せない製品については電池含有の

旨を記載したうえで有害危険ごみとして排出すること。 

 なお、外した電池は販売店等の回収ボックスへ排出すること。 
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５ 清掃事業の沿革 

年 月 内　　　　　　　　　　　　　　容

S32 流山町清掃条例を制定

S33 塵芥焼却炉を稼動(7.5ｔ/日）→S42廃止

　この頃、ごみは各家庭がごみ箱に入れ、作業員が炭俵で集める

S40 7 市全域でごみの定時収集を開始

　初めてパッカー車を購入する

11 衛生センター(し尿処理施設)を稼動(36Kl/日)　→H13廃止

S41 4 清掃事務所を設置

　名称を「流山町清美園」とする

S42 1 市制施行

2 塵芥焼却炉を稼動(20t/8h)　→S57廃止

4 し尿の定期汲み取りを開始

S45 4 流山市清掃条例を改正

　家庭ごみの手数料を廃止し、事業ごみの手数料を改定する

S46 1 し尿処理施設を増設(36→72kl/日)

11 塵芥焼却炉を稼動(30t/8h)　→S57廃止

S47 3 流山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を制定

　汲み取り料金を改正し、一般家庭は定額制とし、工場などは従量制とする

9 市職員を全員不法投棄監視員に任命

S49 11 広報ながれやまに善意用品交換コーナーを設置

S50 3 し尿処理施設を増設(72→142Kl/日)

4 し尿処理手数料口座振替を開始

8 クリ－ン機動班を設置

分別収集を開始(一般ごみ、危険物、雑ごみ)

S52 4 分別収集を変更

　危険物収集を月2回とする

し尿手数料を改正

資源有効利用指導要領を策定

　この頃から市民のリサイクル運動が活発になる

S53 8 不燃物分別施設を稼動(30ｔ/5h)

S56 9 し尿処理場を改造(処理能力そのまま）

11 焼却施設を稼働(140ｔ/16ｈ)　→H20廃止

S57 2 分別収集を変更

　燃えるごみ、燃えないごみの2分別にし、粗大ごみを電話申込とする

　多量排出事業所のごみ処理方法を変更する(事業系ごみ7円/㎏）

S59 4 リサイクル団体に回収報償金支給を開始(1団体1万円)

9 乾電池回収を開始

12 指定ごみ袋(可燃物)を導入　→H16廃止
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年 月 内　　　　　　　　　　　　　　容

S60 分別収集を変更

　燃えないごみの週１回収集を始める

S61 4 生ごみ肥料化処理器購入補助金交付要綱を制定

S62 4 流山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を改正

　ごみ処理手数料を改正する（事業系可燃ごみ10円/㎏、事業系不燃ごみ15円/㎏）

S63 3 一般廃棄物処理(長期10ヶ年)基本計画を策定

H2 し尿処理場を改造(85kl/日・35kl/日　→H13廃止)

H4 公共施設資源物回収を開始   →H24廃止

ガレージセールを開始

ごみ減量化促進ポスターコンクールを開始

H5 3 流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例を制定

H6 7 一般廃棄物処理基本計画を策定(平成5年度～平成19年度)

H7 廃棄物減量等推進員制度を開始

リサイクル協力店制度を開始

H8 5 廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画を策定

生ごみ肥料化処理機設置モデル事業(小山小・リース)を開始

H10 2 ごみ減量・資源化キャラクターとして「ケロクル」を決定

10 分別収集を変更(5種分別)

　資源ごみの収集を開始

　粗大ごみを有料化し、排出容器を透明又は半透明袋に変更する

H11 4 流山市ごみ減量・資源化行動計画(愛称：ケロクル・プラン)を策定

H12 4 家庭ごみの祝日収集を開始

4 ペットボトルのモデル収集事業を開始(15店舗・H15.3まで)

H13 4 生ごみ肥料化処理機設置モデル事業(向小金小・買取)を開始

H14 3 流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関する条例を制定

H15 4 リサイクルプラザを稼動(工場棟52ｔ/5h・啓発棟)

4 分別収集を変更(6種分別)

　ペットボトル、プラスチック類の収集を始める

12 クリーンセンター環境保全対策協議会を設置

H16 1 し尿処理施設を改造(標準脱窒素処理方式、処理能力75kl/日)

4 ごみ収集曜日カレンダー配布を開始

4 ごみ焼却施設を稼動(207ｔ/日)

　リサイクルプラザを含めた総称を「流山市クリーンセンター」とする

4 分別収集を変更

4 事業系ごみの処理手数料を改定し、家庭ごみの直接搬入を有料化する(15.75円/㎏)

4 指定ごみ袋(可燃)をやめる

10 マイバッグ普及促進事業(千葉県・2ヵ年)

H17 3 一般廃棄物処理基本計画を策定

6 第4期分別収集計画を策定
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年 月 内　　　　　　　　　　　　　　容

H17 7 ケロクルミーティング(ごみ出前講座)を開始

10 ３Ｒ推進月間特別企画「実感　目で見て手で触って３Ｒ！」を開催

11 リサイクルプラザの処理能力を変更

　ペットボトルライン0.8→1.6t/5h　リサイクルプラザ全体52→52.8t/h

12 「し尿処理施設の再整備について」廃棄物対策審議会へ諮問

H18 2 「し尿し尿処理施設の再整備について」廃棄物対策審議会から答申

2 循環型社会形成推進地域計画を策定

4 地域融和施設(下花輪福祉会館・ほっとプラザ下花輪)を開設

10 ３Ｒ推進月間特別企画「ペーパーリサイクル講習会」を開催

11 家庭ごみ収集に競争入札制度を導入

12 リサイクルプラザで環境シンポジウムを開催

H19 1 リサイクル推進店認定制度実施要綱を制定

4 リサイクルプラザの処理能力を変更

　ペットボトルライン1.6→2.1t/5h　リサイクルプラザ全体52.8→53.3t/h

6 第5期分別収集計画を策定

10 ３Ｒ推進月間特別企画「地域のごみ問題を考える」を開催

11 「循環型社会形成のためのごみ処理有料化について」廃棄物対策審議会へ諮問

12 おおたかの森でケロクルミーティングを開催

H20 3 「循環型社会形成のためのごみ処理有料化について」廃棄物対策審議会、市長へ答申

4 生ごみ肥料化処理機(小山小)を廃止（機器の老朽化及び小山小の移転のため）

6 「流山市におけるごみ処理有料化を含む総合的なごみ減量化・資源化施策の実施計画（案）」に
関する市民意見公募（パブコメ）を実施(6/15～7/15　46名から意見あり)

「流山市におけるごみ処理有料化を含む総合的なごみ減量化・資源化施策の実施計画（案）」に
関する説明会を開催（21回（98自治会等））

9 総合的な判断により、「流山市におけるごみ処理有料化を含む総合的なごみ減量化・資源化施策
の実施計画（案）」の一部を見直すこととし、ごみ処理有料化を見送る

11 旧清美園焼却施設解体工事完了（H20.2月～H20.11月)

分別収集計画を変更（「主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの」につい
て、平成20年度の引渡量の実績を踏まえ、平成21年度以降の計画量を変更）

12 流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正（資源物の持ち去りの禁止を追加
H21.4.1施行）

H21 3 汚泥再生処理センター建設工事着工（H22.3月完成予定）

流山市集団回収に関する規則を制定

4 資源物の持ち去りの禁止を施行（啓発看板設置、パトロール開始）

5 生ごみ水切り容器による生ごみの減量啓発（廃棄物減量等推進員、一般市民）

7 ペットボトルキャップ回収運動について公共施設での回収の支援開始

9 「流山市一般廃棄物処理基本計画の策定について」廃棄物対策審議会へ諮問

11 「流山市一般廃棄物処理基本計画の策定について」廃棄物対策審議会、市長へ答申

千葉県環境学習アドバイザーによる環境講演会（「ごみ減量を考える」）を開催
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年 月 内　　　　　　　　　　　　　　容

H21 12 「流山市一般廃棄物処理基本計画（案）」に関する市民意見公募（パブコメ）実施

H22 3 市内小学校に大型生ごみ処理機を設置（３校） →R3.3 廃止

一般廃棄物処理基本計画を見直す（計画目標年度：平成３０年度）

森のまちエコセンター（汚泥再生処理センター）建設完了

4 森のまちエコセンター 稼動

6 第6期分別収集計画を策定

9 森のまちエコセンター　竹の試験的な受入を開始

　　　　〃　　　　　　剪定枝の有料収集を開始

H23 3 生ごみ肥料化処理器購入補助金制度が終了

5 流山市共通ポイントカード「ながぽん」によるノーレジ袋エコポイント付与助成

を開始  →H25廃止

7 インクカートリッジ里帰りプロジェクトに参入

福島第１原発事故(H23.3発生)による焼却灰の放射線が問題となる

8 流山市リサイクル事業協同組合（再生資源物回収業者）設立

9 「剪定枝・落葉及び草」の収集変更（「燃やすごみ」→「有害・危険ごみ」の日）

10 リサイクルプラザの処理能力を変更

　ペットボトルライン2.1→3.1ｔ/5h　リサイクルプラザ全体53.3→54.3ｔ/5h

11 国との「指定廃棄物保管委託業務契約」締結

H24 3 西深井小学校に大型生ごみ処理機を設置 →R3.3 廃止

4 資源ごみについて行政回収を廃止し、集団回収へ一本化

資源ごみの拠点回収(公共施設５箇所)を開始

分別収集を変更

  プラスチック類を容器包装プラスチックに変更

ひとり暮らし高齢者等ごみ出し支援事業を開始

公共施設廃棄物収集事業を開始

リサイクル館包括管理運営業務委託開始（Ｈ２４年度からＨ２８年度）

7 リサイクルプラザの処理能力を変更

　びん・缶ライン5.3→0ｔ/5h　ペットボトルライン3.1→4.6ｔ/5h　

  リサイクルプラザ全体54.3→50.5ｔ/5ｈ

H25 5 第7期分別収集計画の策定

H26 1 リサイクルプラザの処理能力を変更

　１日あたりの稼働時間を変更　　5ｈ→10ｈ

　粗大ごみ処理系　7.8ｔ→8.2ｔ/日　燃やさないごみ処理系　18.9ｔ→24.1ｔ/日　

　プラスチック処理系　19.2ｔ→20.2ｔ/日　

  リサイクルプラザ全体50.5ｔ→57.1ｔ/日
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年 月 内　　　　　　　　　　　　　　容

H26 2 「流山市一般廃棄物処理基本計画の策定について」廃棄物対策審議会へ諮問

4 流山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を改正

4 ごみ処理手数料を改正する（162.0円/10kg）←消費税の増税（5%→8%）に伴う措置

4 「ごみの処理・リサイクルに関するアンケート調査」を実施（4/1～4/30）

　調査票発送数及び回答数（対象は無作為抽出による）　

　　市民：2,000件（有効配布数　1,995件、回答数　886件、無効数　5件）

　　事業者：1,000件（有効配布数　974件、回答数　318件、無効数　5件）

H27 1 指定廃棄物一時保管施設整備工事開始

7 指定廃棄物一時保管施設整備工事完了

10 スラグ再利用再開

H28 1 「流山市一般廃棄物処理基本計画の策定について」廃棄物対策審議会より答申

2 「流山市一般廃棄物処理基本計画【中間評価】」を策定

3 指定廃棄物一時保管施設に約582トンの指定廃棄物を保管・密閉

6 第８期分別収集計画の策定

H29 3 「流山市一般廃棄物処理基本計画の見直しについて」廃棄物対策審議会へ諮問

4 リサイクル館包括管理運営営業委託（平成29年度～令和3年度）

H30 7 「流山市一般廃棄物処理基本計画の見直しについて」廃棄物対策審議会から答申

H31 1 「流山市一般廃棄物処理手数料の見直しについて」廃棄物対策審議会へ諮問

3 「流山市一般廃棄物処理基本計画」を策定

3 「流山市災害廃棄物処理計画」を策定

4 「剪定枝、落葉及び草」の収集変更（「有害・危険ごみ」→「燃やすごみ」の日）

R01 5 第９期分別収集計画の策定

6 「流山市一般廃棄物処理手数料の見直しについて」廃棄物対策審議会から答申

10 ごみ処理手数料を改正する（165.0円/10kg）←消費税の増税（8%→10%）に伴う措置

R02 4 事業系ごみの処理手数料、家庭ごみの直接搬入手数料を改定する(300円/10㎏)

総重量が10キログラム未満の場合、10キログラムとして算定

6 「一般廃棄物（ごみ）の排出に係る指定袋の導入について」廃棄物対策審議会へ諮問

7 「一般廃棄物（ごみ）の排出に係る指定袋の導入について」廃棄物対策審議会から答申

9 「指定ごみ袋の導入について（案）」に関する市民意見公募（パブコメ）を実施

R03 1 指定ごみ袋説明会開催

3 「流山市クリーンセンターごみ焼却施設長寿命化総合計画」策定

3 大型生ごみ処理機（５台）　老朽化のため終了・廃止

10 指定ごみ袋導入移行期間開始（燃やすごみ・容器包装プラスチック）

R04 2 指定廃棄物一時保管施設浸水対策工事完了

4 指定ごみ袋完全導入（燃やすごみ・容器包装プラスチック）

指定ごみ袋紙おむつ使用世帯支援事業　開始

生ごみ肥料化処理器購入補助金制度　開始

7 第１０期分別収集計画の策定
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